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令和７年度予算審査特別委員会（第４回） 

 

令和７年３月１０日（月曜日）午前１０時００分   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 議案第１２号 令和７年度七飯町水道事業会計予算 
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午前１０時０３分 開議 

○上野委員長 おはようございます。 

 ただいまより、令和７年度予算審査特別委員会

の第４回目の委員会を開催いたします。 

 初めに、環境生活課の審査を行います。 

 環境生活課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明をお願いいたします。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 皆様、おはようございま

す。 

 それでは、環境生活課の令和７年度予算審査特

別委員会の資料について、順次御説明申し上げま

す。 

 初めに、共通様式ナンバー１、環境衛生費から

となりますが、本年度予算、前年度予算、増額に

つきましては、記載のとおりということで割愛さ

せていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。ナンバー１の予算額については、昨年度と大

きな変化はなく、記載のとおりでございます。 

 次に、共通様式ナンバー２、環境衛生車管理費

で、予算額は隔年の車検費用の計上により増と

なってございます。 

 次のページになります。 

 次に、共通様式ナンバー３、有害鳥獣対策費

で、予算額は昨年度と大きな変化はなく、記載の

とおりでございますが、令和６年度では、補正対

応とさせていただいたヒグマ出没周辺の草刈委託

料を当初予算に計上、併せて鳥獣解体に係る経費

についても本年度計上しているところでございま

す。 

 次のページになります。 

 次に、共通様式ナンバー４、有害鳥獣対策車管

理費で、予算額は備品購入に、平成２４年取得の

公用車普通自動車１３年経過の走行距離１３万

９,５９６キロメートルを軽トラックに替えるた

めの自動車の備品購入費を計上して増となってい

るところでございます。 

 次に、共通様式ナンバー５、火葬場及び墓地管

理費で、予算額は工事請負費に火葬場空調設備改

修工事を計上しておりますが、その他は例年と変

更はなく、記載のとおりでございます。 

 次のページに移ります。 

 次に、共通様式ナンバー６、自然環境保全事業

費で、予算額は令和６年度実施の苅間浄化エリア

しゅんせつ工事が皆減となりましたが、補助率１

００％の国庫補助事業の特定外来生物対策業務に

係る経費が増加となりましたが、その他、昨年度

予算と大きな変化はないものでございます。 

 次のページに移ります。 

 次に、共通様式ナンバー７、生活環境対策事業

費で、予算額は例年と大きな変更はなく、記載の

とおりでございます。 

 次のページに移ります。 

 次に、共通様式ナンバー８、健康センター管理

費で、予算は１款報酬から４款共済費までについ

ては、会計年度任用職員の基本報酬、１１款需用

費の灯油など光熱水費、１２款委託料の労務費等

の上昇に伴い予算額は増加となりましたが、その

他のものについて大きな変化はなく、記載のとお

りとなっているところでございます。 

 次のページに移ります。 

 次に、共通様式ナンバー９、廃棄物対策費で、

予算額は令和７年度において策定する一般廃棄物

処理計画委託料及び４年に一度ごとに実施してい

る廃乾電池運搬処分に係る委託料が増加となりま

したが、その他は昨年度と大きな変化はないもの

でございます。 

 次に、共通様式ナンバー１０、リサイクル推進

対策費で、予算額は過去の実績による資源ごみ分

別回収奨励報償金が減となりましたが、その他は

大きな変化はないものとなっているものでござい

ます。 

 次のページに移ります。 

 次に、共通様式ナンバー１１、廃棄物処理費

で、予算額は令和６年度実施の最終処分場残容量

調査及び堰堤工事実施設計委託料が皆減となりま

したが、渡島廃棄物処理広域連合負担金が当町の

ごみ焼却の実績により負担増となってございます

が、その他については大きな変化はないものでご

ざいます。 

 次に、共通様式ナンバー１２、廃棄物処理作業

車管理費で、予算は令和６年度にブルドーザーの

大規模修繕を行いましたが、令和７年度は修繕箇
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所が小規模であることから、予算計上額が減額と

なりますが、その他については大きな変化はない

ものでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー１の害虫駆除手数料３万

９,０００円とありますけれども、これは１か所

だけ、１件だけと書いてあったのですけれども、

今年度、病害虫の毛虫の被害が結構出ていたと思

うのですけれども、環境課では１か所しかやらな

かったということで、かなり町民は困っていたの

ですけれども、それしかやれなかったということ

ですか。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 ナンバー１の役務費、害虫

駆除手数料でございます。こちらについては、所

有者等が不明かつ例えばスズメバチの大きな巣が

あったりして緊急性がある場合は、町で緊急対応

させていただくための予算ということでございま

すので、その他の害虫駆除については、それぞれ

土地の所有者様についてお願いして、所有者様に

処理してもらうというものでございますので、こ

ういったもの、３万９,０００円については、高

い場所にあってなかなか誰の所有物か分からない

ようなところとかのものを町が処理するというも

のを１件分計上しているというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 この件に関しまして、結構空き地だ

とか、そういうのがありまして、高齢者だと結構

持っている部分あると思うのですけれども、そう

いう場合の対策というのは、ただ助言をするだけ

で補助的なことは今後は考えていないので、予算

に計上していなかったということで、去年あたり

かなり町民の方から苦情をたくさんいただいたの

ですけれども、お宅の課にも来たと思うのですけ

れども、それに対する対応策の予算は取らなかっ

たということでいいですか。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 池田委員のおっしゃる今年

度アメリカシロヒトリという幼虫が大量発生し

て、当課にも何百件と電話をいただいて、御説明

をさせていただいたのですが、今年度の幼虫につ

いては特に刺されたりすることもないということ

の、葉が食べられるとか、そういったところでご

ざいましたので、特に対応としましては、今まで

もずっと土地の所有者の皆さんが駆除していただ

くようにお願いという形で実施してございました

ので、特に予算計上というのは、このたびもして

いないというところで御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけなのですが、ナンバー４の

備品購入費、軽トラック購入とあるのですけれど

も、今、軽トラックは町で持っているのがあっ

て、それを取り替えるという話ですか。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 ナンバー４の備品購入、自

動車購入費でございますが、こちらについては大

沼の事務所のあるネイチャーセンターで、今、ホ

ンダの普通車、４人乗りの普通車で活動している

というところでございますが、ネイチャーセン

ターについては、害獣駆除でよく鹿とかいろいろ

なもの、例えば道路脇に亡くなっているものとか

回収して運んで歩かなければならないというとこ

ろもありまして、また、今乗っている自動車につ

いても、普通車についても、もう１３年経過し１

４万キロ近く走行しているというところで、業務

の実情に合った軽トラックに買い替えさせていた

だきたいというところで、このたび予算計上させ

ていただいたというところでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、今までの車を軽トラッ

クに替えるということなのですね。今までの車は

どうするのですか。オークションにかけるとか、

そういうことは考えなかったのですか。全然下取

りだとか売買だとか、項目に載っていないですけ

れども。 

○上野委員長 環境生活課長。 
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○村山環境生活課長 軽トラックの購入する際

に、財産の交換で下取りという形を取らせていた

だくという形で今検討してございますので、購入

時には今乗っているものの残価値、評価額を引か

れた金額で契約したいというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 私がいつも言っているので、分かっ

ているとは思うのですけれども、欲しい人がいる

車なら値段がきちんとつきますので、ぜひオーク

ションにかけるとか、地元のサイトに載せて、少

しでも高く収入が入るようなことを前提として

やっていただきたいなと思います。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 平松委員、今までいろいろ

なところで自動車の交換とか、いろいろなものに

ついて、そのような御提案いただいてございます

ので、我々もその辺を検討しながら実施してまい

りたいと考えてございますので、御理解のほどよ

ろしくお願いします。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー６の委託料、特定外来生物

対策業務委託費で２３０万２,０００円上がって

いるのですけれども、これを説明お願いしたいの

と、ナンバー７の負担金、補助及び交付金で７１

１万７,０００円上がっているのですけれども、

金額を計算したら、金額が合わなかったのですけ

れども、予算表を見ると旧耐震基準空家解体事業

補助金が抜けているのではないかなと思うのです

けれども、その辺の確認をお願いします。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、ナンバー６の委託

料、特定外来生物対策業務委託料でございます。

こちらについては、現在、環境省でも特定外来種

というところで、そういうものの駆除を進めてご

ざいます。そういった中で、今直近で、渡島のほ

うにはアライグマが南下してきているというので

すか、渡島半島の上のほうから南下してきてい

て、今、隣町とかにも確認されているというとこ

ろでございます。もう既に、もしかしたら七飯に

も入ってきている可能性があるというところでご

ざいます。また併せて、大沼エリアにウシガエル

というのですかね、大きなカエル、そちらも外来

生物ということで、そちらについてもかなり今、

今年度もモデル事業で大沼地区の研究者の方に来

ていただいて、ある程度特定した場所に卵を産ん

でいると。アライグマが、そのウシガエルを餌と

しているというところもございますので、こちら

併せて駆除していかなければ、大沼地区のほうに

定住してしまう、繁殖して増えてしまうという危

険性があると。また、アライグマについては家畜

の餌とかも悪さするというところで、実例が挙

がってございますので、そういったものを捕獲す

るためのわなとか、まずはエリアの特定、どうい

う行動をしているのかというところと、それに特

定したわなを設置して、アライグマの捕獲をして

いくと。ウシガエルについては、卵をよく産むよ

うな場所、あとはその繁殖前によくいるような場

所というものを今年度把握してございますので、

そういったところも、重点的に駆除の対象エリア

として活動していくという、そういったものの委

託を専門の事業者、環境省とかいろいろなところ

で推薦されているような事業所に委託して実施し

てまいりたいと考えてございます。 

 なお、先ほど説明したとおり、こちらについて

は１００％補助ということで、端数は町の負担で

ございますが、そういったところでございます。 

 あと、ナンバー７の負担金、補助及び交付金で

ございます。こちらについても、上の二つ、北海

道浄化槽協会の浄化槽推進市町村負担金と、次の

アイヌ振興の部分については、あちらから前年度

と同じという形で、情報を得たのでそこは同じ

と。 

 特定空家と合併処理浄化槽の補助金１００万円

と５２０万円、それぞれ計上させていただいてご

ざいますが、こちらについても、今年は３月定例

会で特定空家は今年度実績ゼロだったので、全額

補正で減額させていただいたところでございま

す。また、合併処理浄化槽も、およそまた５件ほ

ど例年と比べて、こちらも３月補正で減額させて

いただいたのですけれども、取りあえず特定空家

の部分については、まずは２件分という形で毎年
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計上させていただいて、今年も２件相談があった

のですけれども、現地を見に行ったら、まだ軀体

とか基礎とかしっかりしているような建物で、相

談はありますが、なかなか特定空家という判定基

準まで達していない家の相談が多かったというこ

とで、今年もまた様子見ながら２件という形で同

額という形でございます。 

 合併処理浄化槽の補助金についても、およそ５

人槽の部分について、１０件ほど見てございます

が、例年８件とか１０件ちょっと増えるような感

じの実績でございますので、例年どおり１０件と

いう形で計上させていただいたというところでご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○上野委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー７なのですけれども、質問

がちょっと違って、今、四つのある金額を足して

も７１１万７,０００円にならなくて、予算表を

確認したら、旧耐震基準空家解体事業補助金が抜

けているのではないのかなというところの確認を

お願いしたいです。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 申し訳ございません。こち

らのナンバー７の共通様式に、合併処理浄化槽補

助金の次に旧耐震空家の解体事業補助金という形

で、３０万円掛ける３件分、こちらについて記載

がされていなかったということで、大変申し訳ご

ざいません、それを足すと、７１１万７,０００

円になるということで、記載漏れということで大

変申し訳ございません。 

○上野委員長 稲垣委員、よろしいですか。 

○稲垣委員 質問はいいですけれども、差し替え

をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 後ほど、ナンバー７の部分

について、訂正したものを皆様に提出させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○上野委員長 そのほか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 同僚議員に関連してなのですけれど

も、ナンバー６の特定外来生物対策事業委託料の

件で質問なのですけれども、ちょっとマニアック

な話になります、地元なので。ウシガエルのオタ

マジャクシの件なのですけれども、あれは魚網と

かにかかってきたりとかします。あとはエビ漁を

やっているとエビ籠の中に入ってきます。通常今

も漁師の皆さんも大変なので、それを持って帰っ

て処分するということをやっていなくて、沼にま

た戻している感じだと。僕も漁をやっていたので

分かるのですけれども、そこら辺にちょっと補助

金をつけて、処分を協力してもらうとか、そうい

う取組というのはやっていないのですかというと

ころを伺います。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 漁網に引っかかったものの

処分ということですよね。そちらについても、今

回対策業務ということで、まず現地調査して、ど

のようなもので、そのような生きているもののウ

シガエルとかであれば漁協とか通して、当町のネ

イチャーセンターに言っていただければという形

で処理はさせていただくという形でございますの

で、御理解のほどよろしくお願いします。 

○上野委員長 澤出委員。 

○澤出委員 同じことの繰り返しになるのですけ

れども、ネイチャーセンターでも日々カエル捕り

とか頑張っているのはよく分かっているのです

よ。実際増えていますので、卵からやるのももち

ろんなのですけれども、ふだんから漁をなさって

いる方たちの協力を得られれば、今恐らくです

よ、僕もやったことあるので、多分エビ籠の中に

入っています。そうすると、中にエビが入ってい

て、オタマジャクシがごちゃごちゃと入っている

のですよ。でも、それを持って帰って処理はでき

ないし、お金かかる話でもあるし、それを戻して

しまうというのは自然な流れになっているのです

けれども、結構年間取ったオタマジャクシを処分

するというか、戻さなければ、大きいオタマジャ

クシだから、あれを結構取ることによって１匹ず

つ成体駆除するよりも効果的なのではないかなと

いう部分もあるので、検討していただきたいと思

うのですが、その辺のところはいかがですか。 

○上野委員長 環境生活課長。 
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○村山環境生活課長 漁協とも、この事業を行う

際に、当然御協力という形で相談しながらやると

いうのが基本となってございますし、今年度も現

地調査したときも漁協のそういういろいろなお話

を伺ってございますので、そういった部分につい

ても、この委託料の中には処分料とかは入ってご

ざいませんが、今後何らかの形で、そういった大

きなたくさんのオタマジャクシが網にかかった場

合とか、どのように漁協と町で協力していくかと

いう形で検討もさせていただくという形でござい

ます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 その他の質問。 

 池田委員。 

○池田委員 すみません、再度また質問させても

らいます。 

 ナンバー６の河川水質検査委託料と、それから

ナンバー７にも環境保全河川水質検査委託料と二

つ出ているのですけれども、七飯町の場合には、

河川の検査は何河川をやって、これはなぜ二つに

分けられたのかということと、それからもう一

つ、ナンバー８のボイラー保守点検ということで

載っていますけれども、これはアップル温泉なの

か。アップル温泉の場合であれば、保守点検をし

ていても温度が低いとか何とかと、よく町民の

方々から、利用者から言われるのですけれども、

ボイラーに関しては異常がないのでしょうか。ま

た、あった場合には早急にこれを直すのかという

ことで。 

 以上でございます。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、ナンバー６の委託料

の河川水質検査、こちら自然環境係でやっている

ものでございますが、こちらについては、大沼に

流入してくる苅間川、軍川、宿野辺川、あと久根

別川に行っている途中の九根別川１号橋とか６号

橋とか、ポイントポイントで水質を測っていると

いうものでございます。こちらについては毎年度

実施しているところでございます。 

 続きまして、次のナンバー７のこちらにも環境

保全河川等水質検査がございます。こちらについ

ては、公害対策のための、こちらの生活環境係で

公害対策の業務を持ってございますので、例えば

川とか側溝とかそういったところに、かなりの色

のおかしげな変色したような水とか流れてきたこ

とがあった場合に、臨時的にすぐ水質検査を行う

というための委託料を計上させていただいている

というところでございます。 

 続きまして、ナンバー８の委託料、ボイラー保

守点検でございますが、こちらについては毎年度

アップル温泉のボイラーもかなり大きなものでご

ざいますので、結構毎日、定休日以外稼働してい

るので定期的にボイラーの保守点検を実施させて

いただいているというところでございます。 

 また、こちら温泉のお湯については、源泉基本

かけ流しでございますので、ボイラーのお湯は直

接は関係ないのですが、アップル温泉には熱交換

機というものがあります。露天風呂については別

系統で、露天風呂についてはアップル温泉は後で

設置しているので、源泉ポンプからの別系統で、

室内の浴槽とは別の系統で施設内に引き込まれて

いるのです。それで、ボイラーのお湯、８０度ぐ

らいで熱交換機に入れて、源泉の温度、ポンプか

らこちらに５０度ぐらいで来て、そこで熱交換し

て、当然ボイラーの熱が８０何度あるので熱いの

で、そこで熱交換で混ざり合わないのですけれど

も熱交換で熱くなって、露天風呂に行くという仕

組みにはなってございますが、直接ボイラーの保

守点検とか、お湯の温度について因果関係という

かあれなのですけれども、最近よくお叱りのお電

話いただくのが、非常に真冬の寒い時期で風が強

いときには、露天の温度というのは、露天の湯面

の表面から風で熱が奪われてなかなか温度が上が

らないというところがございます。風の穏やかな

日については、ある程度４０度近くはいくのです

けれども、風のあるときはなかなかうまくいかな

いということで、今後、その熱交換についてもい

ろいろと検討しながら、温度対策に対応してまい

りたいと考えてございます。 

 以上でございます 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 それでは、ボイラーは点検していま

すけれども、熱交換機はそれほど点検していない

よということで、今後はそういうものも気をつけ
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てやっていくということでよろしいですか。ある

程度温度を、利用者の人たちが冷たいということ

のないように、そういうものも点検していくとい

うことでよろしいですか。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 熱交換機については、前回

は５年前に実施させていただいてございます。熱

交換機、源泉のお湯が通るので、やはり湯の花と

いうのですか、ガリというのですかね、やはり通

る道が、車のラジエーターみたいな感じで熱交換

していますので、お湯の通るところの管が非常に

狭いので、そこは定期的には清掃をさせていただ

くという形でございます。 

 今、露天風呂を熱交換している熱交換機という

のが、コアが５センチ弱ぐらいなので、それをも

う少し大きいものに替えれば、厚いものに替えれ

ば、もう少し温度というのは、もしかしたら上

がっていくのではないかというところで、今、業

者とも、近年やはり露天風呂のお湯の問題があり

ますので、そういったところも効果的な方法を今

探っているという状況でございますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 江口委員。 

○江口委員 同僚議員の関連質問になるのですけ

れども、７番の特定空家解体事業補助金のことな

のですけれども、本年度はゼロでよろしかったの

ですよね、件数が。たしかこれ、危険家屋に該当

する、いわゆる軀体が腐っているとかそういうの

が、たしか該当しているはずなのですけれども、

相談件数が２件だったのでしょうか。昨年の予算

のときには相談件数が増えて予算を増減していた

ようなのですけれども、この辺、相談件数なの

か、それとも立ち会っていった件数なのかという

ことと、現状、今、該当する家というのは町で何

件ほど把握しているかということですね、まずそ

れを。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 特定空家の解体についてで

ございますが、委員の今御質問どおり、令和６年

度については２件ほど相談ございまして、建築技

師とかと一緒に現地に行って確認したら、まだ特

定空家の該当にならないようなレベルの家だった

というのが現実でございまして、６年度は実績が

ないというところでございます。 

 そして、七飯町内の特定空家については大体ど

のぐらいかという御質問かと思います。今調べま

すので、ちょっとお時間いただけますか。 

○上野委員長 暫時休憩します。 

午前１０時３５分 休憩 

────────────── 

午前１０時３５分 再開 

○上野委員長 委員会を再開いたします。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 お時間を頂戴して誠に申し

訳ございません。 

 まず、令和５年度に策定した空き地・空き家対

策計画の中で、倒壊の危険があり、修繕や解体な

どの緊急度が高い物件については２７件という形

で調査を受けてございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 江口委員。 

○江口委員 この２７件に関して、昨年度は危険

性がないということで実行されなかったというの

は聞いたのですけれども、持ち主もしくは家族の

方からの相談だとは思うのですけれども、たしか

危険な家屋という形でたしか呼ばれていたはずな

のですけれども、その状態のままで町が把握して

いたのであれば、逆に町から持ち主に注意を促す

ような連絡とかして進めたほうがいいのではない

かなとは思ったことがあったのですよ。２年ほど

前に、たしか８月の時点で締め切ったと言われた

のが、そのときは予算が足りないということで締

め切ったというのが聞いていたのですけれども、

やはりこの予算で足りているものなのかなと

ちょっと気になったもので、その辺の確認です。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 前回、令和５年に計画策定

させていただいたときには、そういった旧耐震空

家の解体についてのいろいろな部分で、所有者に

情報提供したりという形で、あとは固定資産税の

通知書には、この制度の御案内というものの文書

も同封して送付させていただいてるというところ

でございますので、アンケートでもやはり解体し
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たいけれども、なかなかそういう資金とか、あと

相続の問題とかまだ解決しないというものの結構

な御回答がございましたので、そういったものを

真摯に相談を受けながら対応してまいりたいと考

えてございますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○上野委員長 その他、質問ありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 ２点ほど聞きたいと思います。 

 まずナンバー３、有害鳥獣の関係ですけれど

も、これについては新聞等でいろいろ報道はあり

ますけれども、七飯町の場合も熊に対する駆除の

ための発砲、こういったようなものも想定してい

るかどうか。そして、１０５万円の補助金があり

ますけれども、実際に何％、３分の１なのか２分

の１なのか１００％なのか、そこら辺もし分かれ

ば教えてもらいたいと思います。 

 それから、２点目はナンバー６、特定外来生物

防除の関係ですけれども、話の中ではアライグ

マ、ウシガエルの話でございますけれども、それ

しか七飯町の場合は外来種、特定外来生物がいな

いのか。あるいは、今回たまたまやるのがその２

種類だけに限定してやるというのか、そこら辺

ちょっと分からなかったので、説明をお願いした

いと思います。これも２８０万７,０００円、何

％国から来るのか、それも併せて教えていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、ナンバー３の有害鳥

獣対策でございます。こちらについても、市街地

等の発砲、よく新聞報道、ニュースとかでされて

いたというところでございます。七飯町において

も、そういった部分の対策については、北海道、

道警、函館中央警察署とかとハンターの皆さん、

あとはいろいろな関係機関の皆さんと集まって、

いろいろとこういうシチュエーションだったら受

けますということで、警察とかのお話を伺いなが

らやっていると。今、法律が改正されることに

よって、七飯町が責任を持ってやると。発砲とか

の許可とかという形でございますので、そういっ

た部分についても、今警察とか、どのような部分

で、どういうシチュエーションだったらどうだと

いう形で、いろいろと駆除会の皆さん、ハンター

の皆さんと話合いをしながら進めているというと

ころでございます。 

 そして、これの補助率ですよね。ここの補助率

を最後にお答えさせていただいて、次、いいです

か。 

 次のナンバー６のウシガエルとアライグマにつ

いてでございます。今回、特定外来種の対象生物

としては、ウシガエルとアライグマという形でや

らせていただくという形になってございます。そ

の他のものについては、今後、また国とか道とか

と連携しながら、都度どのように対応していくか

というのを検討してまいりたい。こちらの補助率

については国庫補助１００％という形になってご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願いしま

す。 

 先ほどの自然環境の鳥獣、委員長、暫時休憩お

願いします。 

○上野委員長 暫時休憩します。 

午前１０時４３分 休憩 

────────────── 

午前１０時４５分 再開 

○上野委員長 委員会を再開いたします。 

 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 貴重な時間を費やしてしま

い、誠に申し訳ございません。 

 ナンバー３の歳入でございますが、鳥獣被害防

止総合対策事業補助の１０５万円についてでござ

いますが、こちらについてはエゾシカ１頭捕獲に

当たり７,０００円の補助単価で１５０頭分とい

うことで１０５万円という形でございますので、

こちら何分の何ではなくてエゾシカ１頭７,００

０円の単価に１５０頭分という形でございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、今のエゾシカ７,０

００円の１５０頭、これは１頭につき幾らという

のは道の補助金というのか、道から出てくるお金

ということなのですか。 

 関連して言いますけれども、発砲を勧めるよう

に今進んでいますよという話ですけれども、この
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中身を見ますと、対策実施隊員報酬、これ２７万

８,０００円減なのですね。それから、ハンター

の加入保険料、これは同じですね。こういうふう

に考えると、いろいろそういう危険な部分が増え

るにもかかわらず、保険だとかそういう対策とい

うのをしっかり町ができているのかどうか。これ

はハンターもそうですし、逆に言えば、住民に対

する対応策だとか、しっかりここで町が立ててい

かなければならない、そういったような必要性が

あるのではないかと思うのですね。そこら辺の問

題と、あとそれから、鳥獣の施設引戸製作委託料

とありますけれども、４４万円。これはどういう

ことなのかということと、それからもう一つ、備

品購入の中で鳥獣対策用備品購入費、これはどう

いうものなのか、それを教えていただきたいと思

います。 

 それから、ナンバー６のところで出ていました

けれども、今回は２種類でという話ですけれど

も、国が指定しているのは、実際特定外来種とし

ては何種類指定していて、この２種類、アライグ

マとウシガエルというのは今年度で終わらせてし

まうのか。そこら辺が全然見えてきていない。今

回は２種類だけでも行く行くは増やしていくよう

な話ししていますけれども、特にこういうものと

いうのは生殖というのか、繁殖するものですか

ら、これはやはり年次計画できちんと計画を立て

ていかないと、場当たり的な国の補助が１００

％、例えば当たるからやるのだという話ではなく

て、やはり基本的には特定外来種でもって日本古

来のというのですか、そういうものが滅ぼされる

という、そういうものからの対応策だと思うので

すよね、基本的には。したがって、そういうこと

を考えると、町として今年はアライグマ、ウシガ

エルかも分からないですけれども、将来的にはこ

ういうものも考えた中で、特定外来種に対しての

対応策をきちんとしていきますよと。ただ、国は

何種類も指定していますけれども、七飯町の場合

はこのぐらいですと、このぐらいの該当がありま

すとか、何かそこら辺のものを出していただかな

いと、なかなか先が見えてこないということで、

知る範囲で結構ですから、その部分も含めて説明

をお願いします。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 まず、それではナンバー

３、有害鳥獣の報酬について２７万８,０００円

減額となりましたが、こちらは今年度、令和６年

度の出動実績に応じて予算計上させていただいた

ということでございます。今年度、令和６年度は

ヒグマの発生が令和５年度に比べて非常に少な

かったというところでございますので、そういっ

た意味で、こちらの実施隊の皆さんの出動回数に

応じての報酬というところでございますので、例

えば見回りも全部全てこちらの報酬という形でご

ざいましたので、今年度は、令和６年度の実績が

少なかったので、それに準じた形の予算計上とい

う形で御理解のほどよろしくお願いします。 

 あと、保険についても、今までいろいろと駆除

隊の皆さん、ハンターの皆さんについての加入さ

せていただいてる保険でございますので、こちら

については、例えば行っている際中に事故があっ

たりとか物損したりとか、いろいろなもの全て対

応させていただくということになりますので、厚

い保険に加入はしているというところで御理解の

ほどお願いします。 

 委託料の引戸製作委託料でございますが、こち

らのヒグマとか、わなに入ったときには解体する

場所があるのですけれども、こちらの解体する場

所の扉に、その辺について今新しく改善していき

たいということで鉄製の扉を作るという形で４４

万円計上させていただいております。 

 そして、備品購入で鳥獣対策用備品購入費でご

ざいますが、こちらの内容については、携帯用の

発電機、エンジン式の発電機を購入して、夜とか

に捕まえた熊とかも連れてきたときとか、朝方と

か、そういったときに発電機とか電気を使ったり

してライトをつけて解体したり、いろいろなこと

が出てくるというのが課題としてございましたの

で、そういったものを購入したいというところで

ございます。 

 次に、ナンバー６の特定外来種の今回の委託料

の事業でございますが、こちら今現在、令和７年

度の事業ということで、単年度事業ということ

で、その後、継続するかどうかというのはまだ国

でもはっきりしてございませんが、こちらについ
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ては、アライグマとウシガエルについて、まずや

らせていただくと。外来種というのは、いろいろ

七飯町内にもあろうかと思いますが、まず今、ウ

シガエル、アライグマについては、やはり畜産と

か農業とか漁業に直接影響を与える外来種という

ことで、そこをまず重点的にやらせていただこう

かなと考えてございます。その後、令和８年度以

降についても、この事業の効果を見ながら、今後

どのようにしていくかというのを計画しながら、

検討してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 詳細についてのところで、答弁の中

で、発砲許可について、警察とか関係のところと

協議しているという中身だったのですけれど、も

うちょっと具体的に話ししないと、答弁の中身と

していかがなものかというところもありますの

で、再度今の調整状況と、例えば七飯町が発砲許

可を出すとか、そこまで踏み込んでやっているの

かというところあたりを、もう少し詳しく教えて

いただければ思います。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 今、法律改正された後に、

まず１回打合せをしたので、その後、課題を持ち

帰って、それぞれ函館中央署とか北海道とか、い

ろいろな課題整理をしながら、今後具体的にどの

ような方針でやるかというのを、今やってござい

ますので、法律施行されて条文が明らかになった

のがつい最近なので、そういったところで、国の

そういった中身のものも警察とか北海道にも、細

かい逐条、解説的なものもまだ来ていなかったと

いうのもありますので、そういったものも把握し

ながら、また定期的に警察とか北海道とか七飯町

とかハンターの皆さんとか、いろいろな機関で集

まる機会をつくるという形でやってございますの

で、また令和５年度に道庁にも行っていて、七飯

町も一回新聞に載りましたけれども、ヒグマの

ゾーニング事業ということで、すみ分けというの

ですかね、北海道の事業で、七飯町、道内で四つ

手を挙げているところのまちの一つなのですけれ

ども、ヒグマのゾーニング事業というものもやっ

ていますので、そういったところもひっくるめて

トータル的に、今どのようにしていくかというの

も、町でどのようなものに発砲許可できるものか

どうかというのも、いろいろなケースが考えられ

ますので、具体的にはこうというのはまだいろい

ろ考えられるものでございますので、そのときま

た皆さんにも状況をお知らせしながら詰めてまい

りたいと考えてございますので、御理解のほどよ

ろしくお願いします。 

○上野委員長 澤出委員。 

○澤出委員 要は、まだ具体的には腹積もりとい

うのは町でもできていないということですね。大

沼地区もそうですけれども、七飯も高規格道路上

とか結構出てきて、畑の被害とかもありますの

で、去年度はそうでもなかったかもしれないです

けれども、また、よく分からない状況で、山の状

況によって下りてきてしまうとか、そういうのも

ありますので、くれぐれも、市街地での発砲も視

野に入ったような、札幌ではそういうこともある

と思うので、七飯もいつどうなるか分からない

と、山を抱えていますので、その辺のところ、こ

れはお願いになってしまって、質問で終われない

かもしれませんけれども、結構世知辛い話で、大

沼町でも結構散歩するのも怖かったとかと言って

いて、子どもたちもそうですけれども、町として

やはりその辺のところ、動物愛護の話もあります

けれども、しっかりやっていただきたいと思いま

すが、いかがなものでしょうか。 

○上野委員長 環境生活課長。 

○村山環境生活課長 今、澤出委員からの御指導

どおり、法的には法改正されて最終判断は市町村

という形になりましたので、そういった意味で運

用上しっかりと事故のないように、いろいろな機

関と話しして、どのようなシチュエーションだっ

たら許可できるかできないかという形も、しっか

り各機関と協議して、実際現場に行かれるのは、

最前線に行くのは駆除隊のハンターの皆さんでご

ざいますので、ハンターの皆さんの身にも危険を

与えられるような非常に危険な業務でございます

ので、もちろん我々もそばにいて指示はしなけれ

ばならないので、そういった意味ではきっちりと

各機関連携して、同じ意思を持って、同じ知識を
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持って、実施してまいりたいと考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか質問ないようでしたら、

これで質疑を終わりたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 以上で、環境生活課に対する審査

を終了いたします。 

 環境生活課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。１５分まで休憩します。 

午前１０時５８分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

 子育て支援課の審査を行います。 

 子育て支援課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願いい

たします。 

 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 それでは、子育て支援課

所管分について御説明いたします。 

 共通様式ナンバー１、児童福祉総務費は、全体

で前年度との比較はマイナス２３万３,０００円

となっております。主な増減としては、子ども・

子育て会議委員報酬と費用弁償を減額しておりま

す。理由としては、令和６年度に第３期子ども・

子育て支援事業計画策定に係る会議開催のため、

１回多く計上していたものを、通常の開催回数に

戻すため、その分が減額となっております。 

 続いて、委託料は２６７万５,０００円の増額

となっております。理由は、全体的には国の補助

要項の改正によるものが主ですが、障がい児保育

の事業については、対象児童が増えたということ

による増額となっております。 

 続いて、負担金、補助及び交付金では、新規事

業として保育対策総合支援事業費補助金１７４万

円を計上しておりますが、こちらは道の補助事業

で、町内の認定こども園が実施予定の保育体制強

化事業に対する補助でございます。 

 その他の項目については、記載のとおりとなっ

ております。 

 続きまして、ナンバー２、放課後児童対策費

は、前年度予算額と比較して１,５２５万８,００

０円増額しております。こちらは、前提として令

和７年度より、大沼地区の町営学童保育クラブの

沼っ子クラブが閉鎖となり、民間の学童が開所さ

れること。また、大中山地区の認可外の学童保育

クラブについても、放課後児童健全育成事業とし

て令和６年度より認定となっており、当初予算の

前年度比較で１施設増えていることとなり、この

ことを踏まえた上での予算立てとなっておりま

す。 

 まずは町営学童保育に係る費用として、沼っ子

クラブ閉鎖により支援員の人数は減りますが、賃

金、報酬等のベースアップに係る増額分で、人件

費全体では差引きで微増しております。また、需

用費をはじめとした運営費については、１施設減

ということで減額となっております。 

 また、民間学童に係る部分の負担金、補助及び

交付金については１,７２４万９,０００円の増額

となっております。 

 その他の項目については、記載のとおりでござ

います。 

 続いて、ナンバー３、大中山保育所運営費は、

前年度との比較で８８６万８,０００円の増額と

なっております。主な増減としては、人件費の増

額分となっており、その他の項目については、記

載のとおりとなっております。 

 続いて、ナンバー４、子ども・子育て支援給付

事業費は、前年度比較４,１３２万９,０００円の

増額となっております。主な増額の理由は、町内

にある小規模保育所が４月から認定こども園に変

更となること。また、国の公定価格の増額変更に

より、委託料として４,１３２万８,０００円の増

額が大きな変更分となっております。 

 その他の項目については、記載のとおりでござ

います。 

 続いて、ナンバー５、青少年対策費は、大きな

変更はなく、記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバー６、重層的支援体制整備事業

費（子育て支援分）は、子育て支援センターに係

る運営費で、全体で１３万２,０００円の減額と
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なっております。減額の主な理由は、昨年は公用

車の車検の年だったので、その費用分が今年はか

からないということでの減額が主なものとなって

おります。 

 その他の項目については、記載のとおりでござ

います。 

 以上、大変簡単ですが、私からの説明は以上で

ございます。よろしく御審議のほどお願いいたし

ます。 

○上野委員長 ありがとうございました 

 これより、質疑を行います。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー１の児童福祉総務費です。

その中の委託料で障がい児保育事業委託料という

ことで、対象児童が増で１,３３４万２,０００円

で、６２２万６,０００円の増になっておりま

す。ここの部分は、前年度の当初予算を見ますと

７１１万６,０００円ということで、その後今年

の増額が６２２万６,０００円増ということで、

今、課長から対象児童が増になったということで

すけれども、その辺りの内容を少し、どのくらい

の増になっているのかということ。 

 あと、養育支援ヘルパー委託料ということで、

変更なしですが、利用者数というか、これは産後

の鬱だとか、いろいろノイローゼの方が増になっ

ているのかなというところで、状況のお話を聞き

たいなと思っています。 

 それと、負担金、補助のところでは、これは総

合支援事業補助金で１７４万円、新規ということ

で、町認定というか、そこら辺の絡みもあるのか

なと思います。今、説明もありましたけれども、

もう一度教えていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 まず１点目の御質問で障

がい児保育の予算が増えているということで、具

体的にどれぐらいの人数が増えているのかという

御質問だったかと思います。昨年度、対象者は８

人で計算していたのですけれども、今年度、６年

度の実績として、今１５人から、またさらに２０

人ぐらいまで増えておりますので、今この予算の

１,３３４万２,０００円というのは、計算は１５

人での計算となっております。また、令和７年度

中に推移を見ながら、もし対象者が増えていくよ

うであれば、補正での対応とはなりますが、当初

予算としては８人から１５人、約２倍に増えてい

るということでの対応となっております。 

 続いて、２点目、療育支援事業に関してです

が、こちらは国の補助の対象事業となっていて、

年間での基本額というのが５６万４,０００円、

これは事業としてやっていれば、基本的に年間５

６万４,０００円基本でかかると。それ以外の分

で１人につき幾らというようなところでの計算に

なっております。実績としましては、令和６年度

では、今のところ２人ですね。御相談は３人あっ

たのですけれども、実際にこういう仕組みで、ヘ

ルパーですから、おうちに入って直接赤ちゃんの

お世話ですとか、お料理とか掃除とかやるので、

実際に入ってくるという段階になったときには、

「であればちょっと」という方もいらっしゃるの

ですね。現実としては、今２人、６年度では実績

がありました。 

 こちらは、通常のヘルパー、家事ヘルパーとは

違って、本当にお母さんが困難を抱えていると

か、虐待に移行してしまうのではないかとか、そ

ういう産後鬱で大変な状態なのだというところ

を、保健師できちんと相談に乗った上で対応して

いくというところで、実際にたくさん件数がある

わけではないのですけれども、その前の段階でも

いろいろ対応していく中で、この仕組みを使うま

でいかないにしても、予算として、いつでも使っ

ていいので御相談くださいということでの予算措

置となっています。件数が少ないけれども金額と

しては減らさないで、去年並みにきちんと取って

いただいたというところでございます。 

 続いて、３点目の保育対策総合支援事業費補助

金、これは新規ということで、道の補助事業と

なっているのですけれども、保育体制強化事業と

いうことでなっています。この中身なのですけれ

ども、町内の認定こども園が実施したいというこ

とで手挙げしてきたものなのですけれども、種類

としては二つありまして、まずは保育支援者の配

置ということで、保育補助ということで新しく配

置する場合、国・道からの補助で２分の１補助が
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あります。それから、児童の園外活動の見守りと

いうことで、園外に出たときに、子どもたちが

ぱっと遊んで危険がないように見守りの人員を強

化するというような意味のものなのですけれど

も、こちらが３分の２を補助するということです

ので、１７４万円のうち半分は２分の１、半分は

３分の２補助というようなことでの補助事業に

なっております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 今の負担金のところなのですけれど

も、ここは新規でされるということで、手挙げが

１件だけ、１事業者だけということですか。もう

一度そこら辺。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 町内の認定こども園１事

業者から、やりたいということで手挙げがありま

した。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 川村委員。 

○川村委員 ナンバー１の負担金、補助金の中の

虐待防止研修会負担金と保育士等人材確保奨励金

なのですけれども、負担金は括弧書きで虐待対応

スキルアップ研修となっているのですけれども、

これは負担金ではあるのだけれども、保育士がこ

ういう研修を受けるという内容になっているもの

か、その辺まず教えてください。 

 あと、下の人材確保の４００万円が１２０万円

増となっているのですけれども、これは保育士を

確保したら多分出すということなのですが、この

辺の仕組みですね。今回１２０万円というのが多

分何人か分増えたという認識でないかなと思うの

ですけれども、その辺についても教えてくださ

い。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 虐待防止研修のところで

すね。こちらは去年に比べて３万６,０００円の

増ということで、ここはちょっと手厚く私のほう

でさせていただきました。というのが、児童虐

待、実際に公表はなかなかされないのですけれど

も、特に今回は性的虐待に関する研修について専

門的なスキルが必要なのですよね。それで、保育

士とそれから学校の養護教諭の人たちにもそこの

部分、養護教諭への告白というか相談がまずきっ

かけとなって見つかることが多いので、そこのと

ころの知識をつけてほしいという意味で、ここの

ところをちょっとお願いして、負担金ではありま

すけれども手厚くしてもらいました。去年よりも

増やしてもらったところです。この研修、私も受

けたのですけれども、やはり非常に効果的でし

て、子どもたちのために、できれば養護教諭にこ

の知識を入れてほしいなと思ったものですから、

そこをお願いして増やしております。 

 続いて、２点目、保育人材確保の奨励金のとこ

ろなのですけれども、こちらは七飯町の保育所、

保育園、施設に新規で就職してくれた場合は２０

万円、それから年次ごとに継続して３年、６年、

９年というふうに継続して町内の保育施設で従事

してくれた方には１０万円ずつ補助するというよ

うな仕組みのもので、去年からスタートしている

ものなのですね。今年度、その継続で対象になる

人というのは大体計算できますので、各施設に保

育士が何人いて、この人は何年勤めているかとい

うのが分かるので、そういうところから算出し

て、あとはまた４月に新規で採用予定の人がいれ

ば何人なのかということを、各保育施設に聞き取

りをして計算したところ、今年は人数が増えて、

対象者が増えて１２０万円が増額となったという

経緯でございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 最初の負担金の研修なのですけれど

も、これは年に何回かやる研修なのか、年１回行

われるものなのか。これは対象者は全員なのか、

今おっしゃった保育士もそうですし養護学校の先

生ですかね、そういった方が必ず全員が受けるよ

うなふうになっているのか、任意でなっているも

のか、その辺と、あと下の補助金については、こ

れは直接本人に行くものなのか。例えば園に渡し

て、園から本人に行き渡るような、そういう流れ

なのか、そこら辺も教えてください。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 虐待対応の研修について
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は、年に１回でございます。対象者については、

全員ではなく任意となっております。ただ、個人

で負担すると受講料というか、負担金が１万円と

なっておりますので、なかなか高額ですので、そ

こを補助するから受けてくださいということで、

勧めるというかお願いする形になります。対象者

は保育士もそうなのですけれども、特に町内の中

学校の養護教育を想定しているのです。ただ、そ

れぞれ個人で受ける研修になりますので、そこの

ところは広く募集してというか、中学校の養護教

諭を想定して３名ということにしているのですけ

れども、そこら辺はまた教育委員会とか学校とか

と相談しながら進めていくことで考えておりま

す。 

 次の保育人材の奨励金なのですけれども、こち

らは人数は保育園、施設に何人ぐらいでしょうか

とは聞いているのですけれども、申請自体は本人

からの申請をいただいて本人に直接支払うという

仕組みとなってございます。 

 以上です。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 奨励金は分かりました。 

 研修の、今１回受けるのに１万円ということ

だったのですけれども、個人負担だ、任意という

ことなのですが、今、最近虐待についての話がい

ろいろ出ていますから、逆に言うと、こういう研

修こそやはり皆さんに受けてもらう必要があるの

ではないかなと思うのですよね。であれば、そう

いった部分の研修代が出るぐらいの補助も、町で

も考えてもいいのではないかなと思うのですね。

確かに養護の部分は学校教育であれば学校教育の

話になるかもしれませんけれども、やはり児童の

部分は大事な問題なので、逆に研修を受ける費用

ぐらいは町で負担できるような、今回はこれです

けれども、次年度に向けても結構なので、その辺

のお考えをお聞かせください。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 ありがとうございます。 

 虐待対応に関しては、やはり本当に子どもたち

の心を傷つけるというか、すごく大事なことです

ので、対応する職員のスキルアップというのはす

ごく重要なことだと思うのですよね。今回、特

に、今回の予算とした講習というのが全道で２か

所しかなくて、特に函館で開催されるので来やす

いということで、なかなか受けるのにハードルが

高いのですよね。道内で２か所しかないですし、

講師も神奈川かな、そちらの本州から呼んでやっ

ている研修なのですよね。だから優良な研修につ

いては、こちらで何とか費用を出すから受けてほ

しいということで、私どもで勧めるのですけれど

も、それ以外に無料で受けられる虐待対応の研修

というのも、函館中央病院になるのですけれど

も、そちらで３か月に１回最低でもやっている研

修もありまして、そちらにも各保育園ですとか、

私たちもそうなのですけれども、定期的に受ける

ことができるので、そこの中でスキルアップをし

ていくというようなことも考えております。 

 また、来年度に向けてもっと充実させたほうが

いいのではないかという御意見ですので、そちら

については、本当に私もそういうふうには思って

いますので、これから検討していきたいと思って

おりますので、御理解をよろしくお願いいたしま

す。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 川上委員。 

○川上委員 大したことないのですけれども、ナ

ンバー１の下から２番目の負担金、補助及び交付

金、これの四つ目、保育士等人材確保奨励金４０

０万円で当初予算を見ていますけれども、１２０

万円増となっていますけれども、減ではないです

か。前回５２０万円見ていたから、１２０万円の

減になると思うのですけれども。そうした場合、

この増減、ここに記載されているのが１６３万

８,０００円減ということなのですけれども、こ

こを何ぼ計算しても合わないのですよね。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 御指摘のとおり、昨年度

５２０万円で取っていますので、「減」と入れる

ところを「増」と入力ミス、単純な入力ミスでご

ざいました。大変申し訳ございませんでした。 

 こちら、実績で先ほど説明しましたとおり、各

保育園で何人ぐらい予定しているかということを

聞き取りして予算立てしましたので、実際には１

２０万円の減ということでしたので、こちらの資
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料、後ほど差し替えさせていただきます。大変申

し訳ございませんでした。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 負担金、補助及び交付金の１,０２

３万７,０００円は、合計は合っているのですけ

れども、その次の増減の関係、１６３万６,００

０円減となっていますけれども、ここも多分かな

り変わってくると思いますね。すみません。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 こちら、今の保育人材等

確保奨励金のところの増減が間違っておりました

ので、積み上げとなっているこちらの差額の部分

も訂正となりますので、後ほど差し替えさせてい

ただきます。大変申し訳ございませんでした。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 ２点ほど教えていただきたいと思い

ます。 

 まず１点目、ナンバー１、この委託料の中に新

規でこども家庭センター看板設置、これがありま

すけれども、この部分につきましては、子育て世

代包括支援センター、それから、子ども家庭総合

支援拠点、こういったようなものを統合して七飯

町こども家庭センターを設置しますよと。これの

狙いは母子保健と児童福祉部門が一体となります

よということで、子ども家庭総合支援拠点の関係

は国の補助が入っている。たしか令和５年か６年

設置しているはずなのですね。５年でしたかね。

こういったようなものが、今度７年では、２年し

かたっていないのですね。また名称を変えるとい

うことが、実際町民にとって、特にこういう対象

者の部分にとって、どうなのか。そのときにはや

はり母子保健と児童福祉、こういったようなもの

が一体化しながら総合支援しますよというような

話が、今度２年後には七飯町こども家庭センター

を設置しますと、一本化しますと。こういったよ

うな中で、かえって私は町民が混乱するのではな

いかと思うのですよね。ですから、やはりこうい

うものはしっかりとある程度根づかせるといいま

すか、補助金はこの名称で来ているのですよ、子

ども家庭総合支援拠点の補助金で来ているのです

よ。そして、勝手にとは言いませんけれども、七

飯町こども家庭センターを設置しますと。恐らく

申請について、拠点でもって補助申請しているの

ではないかと思うのですよね。こういう名称につ

いてはどういうふうに申請しているか、私は承知

はしませんけれども、やはりこういったようなも

のを、私の言いたいのは、要するに２年ぐらい

で、名称を変えてということがいかがなものかと

いうことと、それから極端に言えば、子育て世代

包括支援センター、対象者何人いたのですかとい

うことですよね。子ども家庭総合支援拠点の事業

については、対象者が何人いたのだという、そう

いう流れの中で、本当に今回七飯町こども家庭セ

ンターという名称がよかったのかどうか。そこら

辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、もう１点、令和８年度にこども誰で

も通園制度、こういったようなものを開設したい

ので、今いろいろ検討というか、準備しています

よという、そういうことなのですけれども、基本

的には誰でも通園制度という話になってしまう

と、保育制度の崩壊を招くのではないかと思うの

ですよ。そもそも根底を否定しているのですか

ら。保育所というのは、それなりの保育に欠ける

状態の子どもを、家庭で見られない子どもを、家

庭の代わりに保育しましょうねという根っこがあ

るわけですから。これが今度こども誰でも通園制

度ですね。これは確かにいろいろ対象、私立の保

育所、幼稚園は関係ないかも分からないですけれ

ども、認定こども園、小規模保育、こういったよ

うなもの、今度町内だけではないですよね。市内

いろいろありますから。そういうところとの連携

だとかも本当に取って、きちんとできるのかどう

かね。今もう１年しかないわけですから。ただ希

望すればそこに真っすぐ行って、その日預けても

らって、そうしたら次の日は別のところ行っても

いいですねという、きちんとしない限り、そうい

うあやふやな、私は通園制度になってしまうので

はないかと思うのですよ。そういった中で、今度

受け入れたところには報償費なりの、かかった措

置費なりの支払いはあると思うのですけれども、

こういう根底から崩すようなこども誰でも通園制

度というのが、実際可能なのかどうかね。そこら

辺の考え方は、今回予算も何も出ていないですか
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ら、１年かけて検討、準備をするという話ですか

らあれですけれども、やはり今からこういうもの

を施政方針に載せていくということになれば、そ

れなりのイメージというか、考え方があっての私

は表現でないかと思うので、そこら辺もお知らせ

というか、説明願いたいと思います。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 今、２点ほど御質問があ

りました。 

 まず１点目、こども家庭センターに関してです

けれども、確かに令和５年度に子ども家庭総合支

援拠点ということで七飯町で設置しました。それ

以前に、子育て世代包括支援センターということ

で、保健センターに設置させていただいていま

す。このたびは子ども家庭総合支援拠点と子育て

世代包括支援センターを一つにして、七飯町こど

も家庭センターということで新規に設置するとい

う流れになります。こちらは国でこども家庭庁と

いうものを新規につくりまして、そちらの方針

で、これまで別々にやっていた母子保健とそれか

ら児童福祉、虐待の対応になるのですけれども、

そちらを別々にやっていたものを一つの機能にし

て、これまでの虐待対応と母子保健の機能を維持

したままで、こども家庭センターを設置するよう

にというような制度改正がありましたので、設置

してから確かに２年で短いという印象はあるとは

思うのですけれども、私どもで、町ではこども家

庭センターということを設置して、これまでより

もより充実させて子育て世代への相談支援業務で

すとか、先ほど虐待対応の研修も受けるようにと

いうことで、ちょっとそこらのところの予算も措

置させていただいたのですけれども、これまで以

上に力を入れていきたいということでのこども家

庭センターの新規の設置となっています。国の制

度にのったセンターの設置ということですので、

御理解いただきたいと思います。 

 続いて、２点目、こども誰でも通園制度につい

てですけれども、こちらは、まず保育は就労要件

があって保育園ですとか幼稚園とか認定こども園

とかに預ける保育の制度というものとは別に、理

由を問わないで、お母さんたちがちょっと子育て

の疲れをリフレッシュするために、または例えば

ですけれども、美容室に行きたいとか、本当にそ

ういう小さな理由で子どもを預けたいというとき

に預かってもらうような制度で、１か月に１０時

間しか使えないと言ったらあれなのですけれど

も、月に１０時間までなら使えますよという制度

なのですよね。ですので、保育園と同じように１

日何回でもどこにでもというようなものとはまた

ちょっと仕組みが違うので、こちらはそういう制

度を含めて、それが可能かどうかという保育園

を、町内でこの対応ができるかどうかというの

を、この７年度中にまずは制度の仕組みとか要項

づくりとかもあるのですけれども、そういうよう

なことをして準備をしていくということになって

います。 

 これと似た仕組みの中で、一時預かりというの

がありますので、今は一時預かりの中でこれを

やっているのですけれども、令和８年度からはこ

ども誰でも通園制度ということでやっていくとい

うことで準備していこうと考えております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 １点だけ。ナンバー５の青少年の青

少年育成対策費ということで、これの今の現状と

いいますか、その辺、教えていただきたい。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 こちらの青少年対策費に

ついては、青少年指導員という指導員が町内でい

らっしゃいまして、現在１８名の委員がいらっ

しゃって、地域の方とそれから学校の先生たちと

で構成されている委員なのですけれども、まずは

日常、公園ですとか子どもたちがたまり場になり

やすいようなところ見回りをして、異常があると

か、報告を出してもらうというようなことと、特

にお祭りがあった場合、子どもたちがお祭りの中

で何か問題行動を起こさないかとかそういうよう

なことでの見回りを、学校の先生と地域の方々と

で協力し合って見回るというようなところに係る

費用となっております。現在、委員は１８名い

らっしゃいます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 それでは、ここについているこの青
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少年の育成対策費というのは、あくまでもそうい

うお祭りだとか見回り的な指導員、あくまでも指

導員だけのものだということでしょうか。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 そうですね。委員の報酬

というものが一番中心的なものとなっておりま

す。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 青少年の育成対策費という、ちょっ

と大きな題目になっているので、指導員の見回り

だけではなくて、何か違うような、青少年育成対

策という意味合いの何かを考えるというところの

事業費ではないということでよろしいですか。 

○上野委員長 子育て支援課長。 

○川崎子育て支援課長 予算として計上している

ものだけを見れば、実際にかかる費用として活動

してくださっている委員への報償費ということで

かけているのですけれども、青少年育成対策とい

うことであれば、例えば、これは虐待とかともま

た通じる話になるのですけれども、課題を抱える

御家庭、お子さんに課題を抱えるような御家庭の

相談業務というのは当町の係でやっておりますの

で、その際には、函館の警察の法務支援室ですと

か、あとは少年刑務所の中にもそういう相談のと

ころがありますので、そういうようなところと相

談しながら、実際に課題を抱えているお子さんに

対しての支援業務というのはやっています。こち

らの予算に関しては、確かにそういう活動してく

れる青少年指導員に係る費用のみがのっているの

ですけれども、実際に何かあったときの相談支援

というのは、マンパワーになるのですけれども、

当課で対応しております。 

 御理解お願いしたいと思います。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようでしたら、以上で、子育

て支援課に対する審査を終了いたします。 

 子育て支援課長、御苦労さまでした。 

 午後１時まで、休憩いたします。 

午前１１時５２分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

 健康推進課の審査を行います。 

 健康推進課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願いい

たします。 

 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 それでは、健康推進課所管

分の令和７年度予算案について御説明を申し上げ

ます。 

 資料共通様式ナンバー１、保健衛生総務費は、

主な増減として、委託料において、令和７年度か

ら休日当番医を北斗市と合同で実施することに伴

い、七飯町内の医療機関の当番回数が減少するこ

とから、休日当番委託料で約半減したほか、健康

管理システムの改修により増加をしております。 

 そのほかの項目については大きな変更はなく、

記載のとおりとなっております。 

 続きまして、ナンバー２、保健指導車管理費

は、公用車４台のうち、令和６年度で１台車検

だったのですが、令和７年度は３台分あることか

ら増額となっており、そのほかの項目については

大きな変更はなく、記載のとおりとなってござい

ます。 

 続きまして、ナンバー３、成人保健疾病予防等

対策費は、令和６年度から定期接種となった新型

コロナワクチン接種について、令和７年度におけ

る国からの助成金の有無や、実施に係る詳細など

がいまだ示されていないことから、補正での対応

とするため減額となっております。 

 そのほかの項目については大きな変更はなく、

記載のとおりとなってございます。 

 ナンバー４、母子保健疾病予防等対策費は、予

防接種委託料の減額が主なものであり、そのほか

の項目については、記載のとおりとなっておりま

す。 

 続きまして、ナンバー５、成人保健対策費は、

健康づくり推進委員会開催に伴う委員報酬及び今

年度から新たにがん患者の方々へのアピアランス

ケア助成事業を実施することから、増額となって

おります。 

 そのほかの項目につきましては、大きな変更は
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なく、記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー６、母子保健対策費は、

妊婦などの対象者の減少に伴う減額が主なもので

あり、そのほかの項目については、記載のとおり

となってございます。 

 大変申し訳ございません。ナンバー６の資料の

下から三つ目の丸の負担金、補助及び交付金、こ

ちらの予算の前年度比が１７３万２,０００円

「増」となっておりますが、こちらは「減」の間

違いでございますので、訂正させていただきま

す。「減」になっていますか。申し訳ございませ

ん。 

 それでは、ナンバー７、保健センター管理費で

ございます。こちらは従前と大きな変更はなく、

記載のとおりとなってございます。 

 説明は以上でございます。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 それでは、質疑を行います。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー３の予防費ですね。せん

だって、課長からいろいろ説明をいただいた帯状

疱疹のワクチンが、接種対象者の増ということで

５０８万８,０００円という予算になっておりま

して、せんだっては、国の定期接種になること

で、今まで町が先行して５年度からやっていまし

た５０歳以上ではなくなるということで、その任

意接種の経過措置というものも残っているのかな

ということですけれども、その辺りの内容をお知

らせしていただきたいと思います。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 それでは、お答えをしてま

いります。 

 こちらの帯状疱疹ワクチンの予防接種でござい

ますけれども、これまで任意接種だったため、５

０歳以上の方に助成をしておりましたけれども、

今度から、令和７年度からは定期接種ということ

で、６５歳の方または５歳刻みで対象になります

けれども、こちらの予算額が増えているのが先日

お話をさせていただきました、今、令和６年度、

任意接種で行っている予防接種のワクチンが２種

類ありまして、一つが１回限りの接種のワクチン

と、あとそのほかに２回接種するワクチンがござ

います。令和６年度この３月いっぱいに、２回接

種が必要なワクチンを打った方については経過措

置としまして、７年度に２回目接種する部分につ

きましては、継続して助成をするということで、

そちらの分と、あと定期接種になったことで、対

象の年齢の枠は狭くなるのですけれども、個別で

通知をする予定でおりますので、逆に接種率とし

てはちょっと上がるのかなということで、人数を

少し増やしているというようなことでございま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 ５年、６年と任意で５０歳以上の方

ということで、この任意接種になると６５歳とい

うことなので、その辺りの部分は、せんだっても

話をいろいろ出しましたけれども、やはり仕事が

一番大変な時期というか、５０歳以上がどうして

も体力的に落ちているのだけれども、今まで頑

張ってきたから逆に頑張りすぎて体力がなくなっ

たというか、抵抗力が弱くなって帯状疱疹になる

という方が結構多いのですね。私たちも何人かや

はり５０代になっているという話もありますの

で、そういうことで、そこの部分はどう考えてい

るのか。町として、それは受け入れてやってくだ

さるのかどうなのか、その辺りだけお話お願いし

ます。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 せんだっての全員協議会の

情報提供の際にお話をさせていただきまして、令

和７年度今当初予算の部分での考え方としては、

定期接種の部分の年齢対象というところだけなの

ですけれども、先日全員協議会で同じ御質問いた

だきまして、経過措置が半年ございますので、そ

ちらの経過措置の部分を見て、今後、今の５０歳

の部分、全員対象にしてしまうとまた対象幅が広

くなってしまいますので、その辺、どういうよう

なやり方がいいのかというのも検討させていただ

いて、必要があれば、新たにこちらの５０歳の部

分を違ったやり方で、もしできるようであれば予

算化したいというようなことも含めて、そこら辺

も含めて検討させていただきたいと考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー５の子宮がん検診、乳がん

検診等々減になっていますけれども、やはり今女

性の検診ということで、これは結構社会的に重要

視されているのですけれども、七飯町の場合には

減になったということは、七飯町にいる女性の

方々がもう全てがん検診を終わったという解釈で

いいのか。 

 それともう一つ、ナンバー７のＡＥＤの機械借

上げということで、これはたしか心臓の止まった

ときの、これの管轄というのか指導とかそういう

のは健康推進課で、これはおのおの施設にも入っ

ていますよね。それの見守りというのは健康推進

課でやっているのでしょうか。もしそれであれ

ば、職員もみんな替わってきたり、なかなか据え

付けてはあるのだけれども、それを見たとおり機

械を動かせば助かりますよと言っているのですけ

れども、それに対する実務的な研修というか、そ

ういうものはやっていないのでしょうか。私は

やったほうがいいのではないかなと思っています

けれども、その辺の見解を教えてください。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 まず、がん検診の部分でご

ざいます。こちら、前年度から減となっておりま

す。一応、令和６年度がまだ終わっていませんけ

れども、令和５年度、６年度の実施状況を見なが

ら、実績に対して予算を組んでおります。ただ、

この検診の部分も、全体的な予算のシーリングで

すとか、そういうのもあるので、前年度予算から

増額というようなところがなかなか今難しい状況

でございまして、前年度比として大体委託料とし

て同じくらいを計上しております。 

 こちらのがん検診につきましては、実施時期が

１月になっていますので、委託料のこちらの執行

状況を見ながら、もしかしたら年度途中で補正も

視野に入れておりますので、御了承いただきたい

と思います。 

 また、ＡＥＤの部分でございますけれども、こ

ちらにつきましては、町内各公共施設にＡＥＤ設

置しているところがあると思います。こちらの契

約としては、恐らく総務課、うちもそうなのです

けれども、総務課が一括で各施設の契約をしてお

りまして、予算は各課で払っているというような

現状です。こちらのＡＥＤの指導については、健

康推進課というよりは、これは心臓が止まった際

に、その方にＡＥＤを使って救急車が来るまでの

間の延命治療というような部分でございます。こ

ちら、以前、私、生涯教育課におりまして、文化

センターとほかの公共施設もありまして、こちら

の研修でございますけれども、利用の研修につい

ては、消防とかに希望すると研修というのもでき

ますので、当課ではないのですけれども、そのよ

うな要請をしていただいて、消防から救急の指導

を受けていただければとは思います。ですから、

健康推進課で指導とか管理というのはしていない

ということで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 それでは、再度、質問といいますか

お願いなのですけれども、やはり七飯町は人口が

減らないまちということで、女性、子どもたちも

今回、若いお母さんたちが入ってきて、小学校も

子どもたちが多く入学してまいります。その中

で、やはりこういう乳がん、また子宮がんの検

診、いろいろ仕事等あって大変だと思いますけれ

ども、お母さんが病に倒れれば子どもたちも大変

だなと思いますので、若い人たちが発症率、また

進行率も早いので、やはり推進してお願いしても

らえればなと思います。 

 ＡＥＤに関しては、今、私たちの課でないです

よと言われましたけれども、ほかの課にも呼びか

けて、新しい職員だとかそういう人たちの部分

で、やはり実習、消防署に頼むのであれば消防署

に頼んで、機器の物があっても使えないのであれ

ばどうしようもならないので、そういう推進する

ことを課長から皆さんに呼びかけてもらえればと

思いますが、いかがでしょうか。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 まず、がん検診ですね。確

かに委員のおっしゃるとおり、この検診というの

は特に町内もそうですし、道内、がんにかかる方
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というのは全国と比べると北海道内は高いという

こともありますので、この検診については積極的

に皆さんに受けていただくように周知を図ってま

いりたいと思います。 

 また、ＡＥＤの部分でございますけれども、

おっしゃるとおり、機械があっても使えなければ

やはり意味がないということでございます。私ど

もも保健センターにありますけれども、いざ使う

ときになると本当に、音声とかで次はこういう作

業をしてくださいというのは機械から命令が出ま

すので、それに従ってやるとできるとは思うので

すけれども、やはり緊急時でございますから、大

変慌てたときにはきちんとできるかどうかという

心配もございますので、きちんと備付けのものは

使えるように、私どもの職員も消防にお願いして

研修するなどして、使い方をきちんと熟知してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 １点だけ。ナンバー６の出産・子育

て応援給付の関係で事業替えということで、需用

費と役務費はゼロ、ゼロとなっているのですけれ

ども、負担金のところだけ６０万円残っているの

ですけれども、ここはどういう理由なのでしょう

か。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 こちら、出産・子育て応援

給付金、こちらが事業の名称が変わって、７年度

から、負担金のところの給付金の下に、妊婦のた

めの支援給付金というような名称に変わります。

こちらの出産・子育ての応援給付金が残っている

理由なのですけれども、こちらがちょうど制度改

正が４月、３月末で切り替わるのですけれども、

その切り替わる間際で、妊娠されて、旧給付金の

対象で出産後にもらえる部分ですね、それが年度

またぐ人が多少いらっしゃるので、旧体制の補助

を年度変わりの時期、対象ダブる方、前年度の対

象になる方いらっしゃるので、その部分で少し予

算を残しているという部分でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー５のゲートキーパー養成事

業消耗品ということで１３万８,０００円上がっ

ているのですけれども、具体的にどのような消耗

品なのかと、あと何名くらい受講しているのかと

いうのを教えてください。 

 あと、一体的実施事業消耗品の９万２,０００

円、これも教えてください。 

 あと、委託費のウォークラリー健康アプリ業務

委託料で６７万３,０００円上がっているのです

けれども、２２万２,０００円増えたのが、どの

ような内容で増えたのか教えてください。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 それでは、お答えをしてま

いります。 

 まず、ゲートキーパーのこちらの消耗品でござ

いますけれども、こちらにつきましては、ピン

バッジですね。ゲートキーパーの研修受講された

方にピンバッジをお配りすることを考えておりま

して、そちらを購入する部分というところになっ

ております。ピンバッジを差し上げる対象の部分

でございますけれども、令和６年度から職員の研

修以外に本町の町連と一緒になって、町連の方を

対象に研修を行っております。令和６年度のゲー

トキーパーの研修で言うと、職員向けの研修が主

に役場の窓口対応されている職員をメインに研修

を受けていただきまして、そちらが約４０人弱と

いうようなことで、あと町連にお願いをして町連

の方に参加いただいたのが大体５０名、６０名弱

ぐらいというようなことで参加をしていただいて

おります。 

 あと一体的実施のこちらの９万２,０００円で

すね。こちらにつきましては、令和６年度から、

高齢者の保健事業と、あと介護予防事業の一体的

実施というものを行っておりまして、こちら、既

存の保健事業がメインでございますけれども、今

度、新たに一体的実施をするに当たって、受診勧

奨というようなものをしたりとか、新たに高齢者

に対して勧奨をするものでございます。こちらの

内容です。特に保健指導に係るリーフレットを印

刷、購入する予算となっております。 

 また、ウォークラリーの健康アプリの委託料で

ございますけれども、こちら、増えているのが、
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６年度で健康アプリの委託を行っているのですけ

れども、その際に参加された方々にデジタルギフ

トですね、６年度でＡｐｐｌｅ商品券とデジタル

の部分のポイントを差し上げたのですけれども、

そちらのデジタルギフトの部分を、これまで消耗

品で取っていたものを委託の中に入れたというと

ころと、あと、そのデジタルギフトを付与する際

の手数料も含めて全部委託料に含めたということ

で増額となってございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 １点。ナンバー６番、予防費の中の

委託料の１か月児健康診査委託料で７７万４,０

００円、皆増で新規事業実施に伴うということ

で、今まで１か月健診とかは保健師が回られてい

たと思うのですけれども、この場合、どこかに委

託されたということで、その部分をお知らせくだ

さい。 

○上野委員長 健康推進課長。 

○竹内健康推進課長 こちらの１か月児健診でご

ざいますけれども、町で集合で行っている乳児健

診が今１歳６か月、１歳半とあと３歳、あと就学

に向けた５歳健診というのを行っております。こ

れまで１か月の産後の健診につきましては、それ

ぞれ皆さん小児科に行かれて、その部分は町の健

診の事業には含まれていなかったので、御自分で

実費で受けられていたというというようなもの

を、今度は国の補助事業になったことから、新た

に実施するというものでございます。１か月たっ

たら、病院に行っていただいて、実施の方法とし

てはこれまでと同じ個別で病院に行って、受けて

いただくというような部分を想定しております。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、健康推進課に

対する審査を終了いたします。 

 健康推進課長、御苦労さまでした。 

 次に、農業委員会の審査を行います。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願いい

たします。 

 農業委員会事務局長。 

○赤石農業委員会事務局長 それでは、令和７年

度の農業委員会事務局に係る予算説明をいたしま

す。 

 資料、共通様式ナンバー１、農業委員会費とな

ります。 

 前年度と比較して、主な増減内容を説明いたし

ます。旅費になります。前年度予算では、３年に

一度農業委員の任期中に町から予算を頂き、農業

委員等の研修に係る予算をつけていただいており

ましたが、その予算が全額減額されていることが

主な要因となります。なお、１名につき５万円の

２０名分の研修費を頂いておりました。 

 続きまして、１０節需用費になります。主な減

額内容としましては、印刷製本費の印刷ページの

減によるものとなります。昨年度は４ページか

ら、今年度は２ページとなっております。 

 続きまして、１８節負担金、補助及び交付金

で、こちらは北海道農業会議への加盟負担金が２

万２,０００円の増額となっております。 

 以上、簡単ではございますが、農業委員会事務

局の説明を終了いたします。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、農業委員会に

対する審査を、これで終了いたします。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまでした。 

 それでは、次に、農林水産課の審査を行いま

す。 

 農林水産課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし

ます。 

 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 それでは、令和７年度農林

水産課に係る予算について、共通様式に基づいて

御説明申し上げます。 

 共通様式ナンバー１、農業総務費ですが、例年

と大きな変更はなく、記載のとおりでございま

す。 
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 ナンバー２、農政公用車管理費ですが、車検年

でありますことから、昨年度に比べ増額となって

おり、記載のとおりでございます。 

 ナンバー３、農業支援対策事業費でございます

が、負担金、補助及び交付金合わせて９項目にな

ります。特定財源、歳出は記載のとおりですが、

主に歳出で、草地畜産基盤整備事業負担金は取組

面積減少のため減額となり、草地の更新につきま

しては、実施主体は北海道農業公社となります

が、町は受託者から分担金を徴収し、公社へ負担

金として支出することとなりますので、特定財源

といたしまして、分担金を同額の歳入予算として

計上してございます。 

 また、北海道農業次世代人材投資事業補助金の

減は、１件認定新規就農者から認定農業者へ順調

にステップアップしたことによりまして、活用の

見込みがないため減額としております。なお、特

定財源は記載のとおりでございます。 

 ナンバー４、経営所得安定対策推進事業費でご

ざいます。会計年度任用職員の報酬、職員手当等

などの支給予定により増額しており、記載のとお

りとなってございます。また、特定財源について

も、歳出予算同額となります。 

 ナンバー５、土地改良総務費ですが、こちらは

例年と大きな変更はなく、記載のとおりでござい

ます。 

 ナンバー６、農業施設維持管理費でございま

す。こちらは例年と大きな変更はなく、記載のと

おりでございます。 

 ナンバー７、国営農業基盤整備事業費でござい

ます。こちらも例年と大きな変更はなく、記載の

とおりでございます。 

 ナンバー８、道営農業基盤整備事業費でござい

ます。負担金、補助及び交付金は道営農業農村整

備事業負担金の予算計上となり、事業量により変

動し、事業費に対する負担となります。継続事業

となります。農地基盤整備の東開発２地区と御上

谷地地区は引き続き基盤整備の用水路、暗渠等の

区画整備を予定しており、七飯第２地区の農道整

備は引き続き路面等の補修整備を行い、桜町地区

の農道整備に関しましては、用地確定測量等を行

う予定です。 

 そのほか、北海道土地改良事業団体連合会負担

金は、先ほどの道営農業農村整備事業費に連動し

て負担となり、農業高度化支援補助金について

は、先ほどの御上谷地地区の基盤整備事業費に連

動し負担補助するもので、歳入歳出同額となって

ございます。なお、特定財源は記載のとおりでご

ざいます。 

 ナンバー９、土地改良公用車管理費です。車検

年ではないため減額となっており、記載のとおり

となってございます。 

 ナンバー１０、町営牧場運営費ですが、特定財

源、歳出については記載のとおりですが、歳出減

額の主な理由といたしまして、需用費の施設管理

消耗品の必要資材の単価見直しによるものです。 

 ナンバー１１、町営牧場作業車管理費ですが、

歳出減額の主なものは、需用費の作業車消耗品の

減額、また、備品購入費として牧場管理用作業用

バイク１台を令和６年度に導入済みでございます

ので減額となっており、記載のとおりとなってご

ざいます。 

 ナンバー１２、林業費ですが、特定財源、歳出

は記載のとおりですが、歳出増額の主な理由とい

たしまして、需用費、森林公園設備整備修繕料と

して、杉風館の給水設備等の修繕、木橋修繕料と

して、セミナーハウスへ通じる木橋の修繕、委託

料の林道橋りょう補修設計委託料となります。令

和６年に点検を実施した結果、東大沼地区にある

精進川林道橋の補修が必要であるため、令和８年

度の補修に向け、設計委託を実施いたします。 

 また、使用料及び賃借料、林道補修作業機械借

上料でございますが、近年の集中豪雨等林道等の

洗掘等に対応するため計上させていただいており

ます。 

 次に、負担金、補助及び交付金ですが、豊かな

森づくり事業補助金について１５３万円の減額と

なっており、事業者の町内森林施業に係る伐採後

の植林予定面積が減少見込みのためでございま

す。森林整備推進補助金の３２万８,０００円の

増額については、事業者の町内森林施業に係る下

刈り、間伐等の保育予定面積を勘案したものでご

ざいます。 

 次にナンバー１３、町有林整備費でございます
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が、委託料、町有林管理等委託料ですが、全体で

９１.９２ヘクタールを予定してございます。内

容につきましては、記載のとおりとなってござい

ます。 

 負担金、補助及び交付金については、はこだて

森林認証協議会負担金となっており、昨年度と同

額です。なお、特定財源については、記載のとお

りです。 

 ナンバー１４、水産業費ですが、例年と大きな

変更はなく、記載のとおりです。 

 ナンバー１５、農道等災害復旧事業費でござい

ますが、委託料、災害復旧応急業務委託料です

が、近年の記録的な豪雨など災害時に早急に対応

を行うため、前年度と同額を予定させていただい

ております。 

 なお、追加資料といたしまして、七飯町新規就

農者事業補助金交付要項をお手元に配付させてい

ただいております。 

 以上となります。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○上野委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 池田委員。 

○池田委員 牧場の管理のことですけれども、以

前は結構牛だったか馬が上がっていたと思うので

すけれども、近年かなり数が減ったと思うのです

けれども、大体どのくらいの頭数が、今、牧場を

利用しているのか教えてください。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 令和６年度でございます

が、実績といたしまして、頭数といたしまして乳

牛、肉牛等、あと馬も合わせまして３３５頭が令

和６年度入牧となってございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 それから、先ほどの別紙の資料です

ね、これ、分からないというのが申し訳ないので

すけれども、七飯町の場合、これはそちらで出し

たのですよね、資料。これでこういう条項でもっ

て、１年にどのくらい七飯町に新規就農で来たい

とか、そういうお話とか、それから新規就農に入

る場合には、農家で２年くらいでしたか、実習を

しなければならないという、たしかそういうのが

あったので、もうちょっと詳しく説明してもらえ

ればと思います。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 新規就農者の件でございま

す。相談件数なのですが、七飯町の場合は、一番

最初に農業委員会を窓口として相談を受けている

ところでございますが、令和６年度で言います

と、相談件数といたしましては６件程度でござい

ました。そのうち令和６年度、１件、新規就農者

の方がいらっしゃったのですが、こちらのお手元

に配付いたしました町の補助金の件なのですが、

こちらは６０歳未満の方を想定いたしまして組ん

でいる予算でございまして、そういったこれから

の担い手に補助していきたいというようなもので

ございます。令和６年度の方は６０歳後半に差し

かかる方でございまして、セカンドライフといい

ますか、今は健康寿命も長くなってきているとい

うことで、もともと仕事もされていたのですけれ

ども、そういった形で農業もやっていきたいとい

うことで１件就農はありました。ただ、この補助

金に関してはそういった方というよりは、これか

ら長く農業を続けていただきたいという方で、今

後続けていくというような方を想定してございま

したので、この活用というのはなかったところで

すが、今いろいろ相談を受けている方もいらっ

しゃいますので、そういった方に活用していける

ように、関係機関と連携して取り組んでいきたい

というように考えてございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 池田委員。 

○池田委員 ６件あって１名があって、１件がと

いう話なのですけれども、やはり若い人たちがな

かなか新規就農というのも大変だと思うので、こ

の条項で何歳以上と書いていますけれども、課長

の答弁であれば、その辺もこれから考えなくては

ならないという話なのですけれども、ただその中

で、やはり新規就農したいという場合に、２年間

でしたか、どちらかの農家か、それなりのそちら

で研修してくださいよ、研修というか働いてくだ

さいよという項目がありますけれども、それはこ

れからも生かしていくのか。 
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 また、それと、高齢者でもって果樹園やってい

た方々が結構やはり大変だというので、後継者も

いなく減ってきています。その中で、若い人たち

だったら果樹も収入が大変なので、高齢者が

ちょっと手を貸してくれれば、まだまだリンゴ発

祥の地の七飯として生きられるのかなと思うとこ

ろもありまして、その辺どうでしょうかね。農業

委員会だとかそちらと相談しながら緩和的なも

の、七飯独自のこういうような体験型のものを、

今年度にでもつくってもらえればと思いますけれ

どもいかがですか。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 先ほど答弁が漏れてござい

ました。申し訳ございません。 

 就農に当たりまして、原則的には２年程度経験

を積んで農業を始めていただきたいというような

ところが、原則的に行っている今の状況でござい

ます。ただ、今後も、今の時代ですと、いろいろ

インターネットなどで勉強される方とかいろいろ

な方が実際はいらっしゃいますので、そういった

ところも含めて、関係機関と相談しながら、その

辺の経験年数ですね、いきなり農業というのはな

かなか始めるというのは大変難しいものだという

ふうには思っているのですが、そういったところ

を研究しながら、関係機関と連携していきたいと

思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 川村委員。 

○川村委員 一般のナンバー１２の需用費１８３

万６,０００円増額になっているのですけれど

も、その三つ目、四つ目の森林公園施設修繕と木

橋修繕料ということでなっているのですけれど

も、この金額は補助で全部賄っているのか、まず

その点からお聞きします。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 まず、森林公園施設修繕料

と木橋修繕料でございますが、森林公園施設修繕

料につきましては、これは単費で行う考えでおり

ます。これは杉風館という施設の中の給水設備の

ところが経年劣化で給水の仕方が不安定になって

ございまして、そこは修繕していかなければ給水

が滞るということで、単費になりますが行ってい

きたいと思っています。 

 次に、木橋修繕料ですが、こちらはセミナーハ

ウスに続く池を渡っている木橋なのですが、そち

らを一部修繕していきたいというように考えてい

ます。大分木橋も劣化してきている部分がござい

まして、そこの部分を修繕していきたいのです

が、こちらは木材で修繕していきますので、環境

譲与税を充てて修繕させていただきたいというよ

うに考えてございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 今の二つの、要は管理しているの

は、これは農林水産課で管理しているのですか。

例えば、こういう橋とか建物の部分というのは、

森林公園そのものをやっているのが、今回たまた

ま一方は単費、片方は譲与税の補助金を使ってい

るという、その辺の経緯、本来セミナーハウスは

商工とかそちらになるのかなと思うのですけれど

も、なぜこちらで修繕をやるのか、その辺も含め

て説明をお願いします。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 こちらは杉風館、セミナー

ハウスもそうなのですが、指定管理に出させてい

ただいて、管理自体は指定管理で行ってございま

す。 

 杉風館でございますが、こちらは給水設備とし

て地下に一時貯蔵のタンクとポンプがございまし

てそちらのポンプを通じて給水するような形にな

ります。そういった形で、森林公園、杉風館と指

定管理しているところでございますが、金額も高

くなりますので、こちらは所管しております農林

水産課で修繕させていただきたいというように考

えてございます。 

 木橋修繕料なのですが、こちらも指定管理でご

ざいまして、通常政策推進課で内容としては見て

いるところでございますが、今回木橋でございま

すので、森林環境譲与税をＰＲさせていただきな

がら修繕させていただきたいと考えてございます

ので、農林水産課に予算をつけさせていただいて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川村委員。 



 － 25 － 

○川村委員 建物の管理は日頃から農林水産課で

やっているということで、まずよろしいですね。

であれば問題ないかなと思うのですけれども、セ

ミナーハウスの部分というのは、もし政策推進課

で所管であるなら、本来そちらでやるべきだけれ

ども、環境譲与税の補助金の関係のメニューだと

思うのですが、それは政策推進課でできないか

ら、今回農林水産課でやったということでよろし

いですか。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 言葉が足りなくてすみませ

ん。杉風館は、こちらも指定管理として行ってご

ざいますが、もともと森林公園の中にあります施

設でございますので、所管的には農林水産課とい

う形になってございます。 

 もう１点、木橋の修繕でございますが、おっ

しゃるとおりセミナーハウスに附属しているよう

なものになりますが、今回木橋ということで、す

みません、繰り返しになりますが、そういったＰ

Ｒの部分で、地域材を使用して修繕していきたい

というように考えてございましたので、農林水産

課に予算をつけさせていただきまして、森林環境

譲与税を活用して行っていきたいというように考

えたところでの予算をつけてございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 川村委員。 

○川村委員 日頃の管理する所管は政策推進課

で、この修繕は農林水産課でやるよと。修繕が終

わったら、また管理は政策推進課でやるというこ

とでよろしいですか。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 委員のおっしゃるように考

えてございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 １点だけ。ナンバー３の北海道農業

次世代人材投資事業補助金ということで、ゼロな

のですけれども、ゼロになっている、先ほどもち

らっとおっしゃっていたのですけれども、その理

由をもう一度お願いいたします。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 先ほどのナンバー３の件で

ございます。すみません、言葉が足りなかったの

でございますが、こちらなのですが、新規就農し

て、経営を開始した後に補助をできるというよう

なものでございまして、今回この新規就農者とい

うのが認定新規就農者という形で認定をしている

農業者であったところでございますが、このほど

その上の段階の認定農業者というようなところ

で、こちらは所得の目標なども高い上のクラスの

認定なのですが、そちらに移行いたしまして、経

営状態も順調に伸びていきまして、そちらの認定

農業者に移行したことによりまして、またそちら

は認定農業者に対するメリット等もございますの

で、そちらに移行したと、ステップアップしたと

いう形になります。こちらはそういった形になり

ますと、活用外になりますので、今回の予算とし

ては計上していないということで、ステップアッ

プされたという考え方でございます。 

 以上でございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 始めた方が認定農業者になったとい

うことで、それはそれでいいのですけれども、こ

の補助制度自体がそういうものなのでしょうか

ね。要は次世代人材の投資事業ということですか

ら、次から次と新規就農者がいる場合であれば、

例えば令和７年度も新たに就農希望者、本当のゼ

ロからのスタートの農家をやりたいというゼロか

らスタートの方がもしいたら、毎年こういうふう

にできるのかなと単純に思ったのですけれども、

そういう補助制度ではないということですか。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 委員おっしゃるとおりに、

新規で就農したら、そういったのは活用していけ

るというのはそのとおりでございます。今回、こ

の方というのが、今活用外になったのですが、新

たにまたこういったこの事業を活用できるという

ような新規就農者が現れた場合は、また補正予算

で対応させていただきたいというように考えてご

ざいまして、今いる方に関しては、今時点では活

用の見込みがございませんので、ほかの方の見込

みが出た時点で補正予算の対応をさせていただき

たいなというように考えてございます。 
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 以上でございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 私が言っているとおりだというので

あれば、新たに新規農業始めてみたいなと思って

いる人とかが該当になるということだと思います

けれども、今、課長からそういう方がいらっ

しゃったら、令和７年度途中でも補正予算をつけ

るというお話はありましたけれども、本来、これ

だけ農業に限らずですけれども、農業も後継者不

足だとかいろいろな状況になっていますよね。で

あれば、国とか道の次世代の投資事業としてこう

いう補助制度があるのであれば、本来であれば町

としては当初から新規就農者はいませんかと、七

飯町としてはウエルカムですよとやるのが町の農

林水産課の立場だと思うのです。だけれども、今

の話を聞いていると、やりたい方がいたらその人

が来てから補助制度を活用しましょうかと。どう

いう考えで七飯の農業に対しているのか、そこの

考えを一回教えてください。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 こちらは新規就農者の方に

活用するということで、現状のことを申し上げた

ところでございますが、これを活用するに当たり

ましても、前年度の所得などの制限とかというの

は要件的にはあるのですが、基本的に私どもで新

規就農の相談等があった場合は、この事業がある

ということで相談しながらやってきているところ

でございます。その相談も、１回相談を受けたら

すぐやりましょうとかというようなのがなかなか

難しいところで、相手の方も何回か相談しながら

計画を立てながら進めていくというのが現状なの

ですけれども、そういった中で、この事業が、当

然活用できるものはしていくということになりま

すので、活用できる見込みがあったら、先ほどの

答弁の繰り返しになってしまいますが、補正予算

で対応させていただいて、これは道からも、そう

いった連携しながら予算はやっている内容でござ

いますので、そういった方がいれば、こういった

事業があるというような内容で農業者の方に説明

しながら、すぐさまそういった対応ができるよう

に関係機関と連携しているような状況でございま

すので、考え方といたしましては、今までは当初

というのがその同じ方が、この方であれば最大５

年間活用できる方で、年２回に分けていますの

で、７年度前期でこの方は終わる方だったのです

けれども、去年度もそうなのですが、所得の制限

もございまして、そちらになりますと、順調に農

業が進んできますと所得も上がっていきますの

で、活用できないような状況ではあったのです

が、農業ですので、その辺は活用できる期間の

間、予算を取らせていただいていたということ

だったのですが、結論的に活用できなかったとい

うようなところでございまして、新規就農者の方

がいらっしゃいましたら、こういった予算は活用

していきたいというように考えてございますの

で、当初には予算をつけてございませんが、そう

いった方の見込みがあれば、すぐ補正対応させて

いただきたいなというように考えてございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、課長、先ほどから、この方、

この方という事例が出ていますけれども、それは

もう今私が聞いている補助金にははっきり言って

関係ない話だと思うのですよ。何年か前に新規就

農で入ったと思うのですけれども、その方はこの

認定新規就農者になって、今は認定農業者となっ

て進んでいますよということですよね。その方は

もううまくいってやっていますから、今のこの補

助金の話とは関係ないのですよ。過去の話です。

成功事例ですよね。成功事例を毎年増やしていか

ないといけないのに、なぜそういう制度を、来た

らやる、相談に来たらやる。相談に来たらやるで

はなくて、こういう制度があるから、新規就農や

る、農家始めたい人はいませんかとやるべきです

よね。 

 それこそ、先日も町長が言っていました企業誘

致が重要だと。その意味というのは働く場所です

よね。企業誘致とはちょっと違いますけれども、

この農業といっても仕事につながりますよね。農

業だってある意味ではそういう働く場所になりま

すので、それを本来力を入れていくべきところで

すよね。だけれども、来たら補正をつけますよ、

条件が整っていたら補正をつけますよと、そうい

う姿勢で大丈夫ですか。 

○上野委員長 農林水産課長。 
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○村上農林水産課長 委員のおっしゃっていると

ころは十分理解しているつもりでございます。農

林水産課といたしまして、新規に就農していく方

を増やしていくというところでございます。この

予算の中で、この事業に関しましては、そこが確

定した時点で予算を取らせていただきたいという

ところでございました。当初から予算を見込んで

いくというと活用できるというのがあるのですけ

れども、ここは北海道とも連携して取り組んでい

る事業でございますので、この部分は確定した時

点で対応させていただきたいというような事業で

ございまして、委員のおっしゃるとおり新規の農

業者の方を少しでも多く取り組んでいくというと

ころは変わりなく、この事業に関しても考えてい

るところでございます。ここは農林水産課だけで

はなくて、各機関連携しながら、新しい農業者、

新規に経営を始められる方を少しでも多くという

ことは、どの関係機関とも考え方を同じにして取

り進めてございますので、ここの部分の事業に関

しましては、そういったところが決まれば、すぐ

さま予算を計上させていただきたいというように

思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 言葉では一人でも多くという気持ち

はあるということですけれども、やっていること

が、来たら対応しますよということなので、現実

的にね。これは課長にこれ以上言ってもあれです

けれども、ここに予算でのってきている、予算と

いうか、この事業でこういうふうにのってきて、

今回は出さないということでのっているというこ

とですので、これはこういう考えで進んでいると

いうのは、町長ももちろん知っているということ

でよろしいですか。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 こちらは予算の査定を受け

ながら進めてきている状況でございます。こう

いった事業を活用していくという考え方は変わっ

てございません。ただ、今新たな方というのが、

どの方というのが決まっていないというのもあっ

て、当初に計上していないということでございま

して、この辺は活用が決まりましたらすぐ対応さ

せていただきたいというような考えでございま

す。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほか、ありますか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 今のを聞いていて、できるかどうか

分からないですが、こういうことの考え方できな

いかなという部分で質問なのですけれども、今年

度も地域おこし協力隊はゼロでしたよね、うちは

ね。農水の担当ではないでしょうけれども。前

に、その絡みの話で、例えばリンゴ農家の後継者

を募集する段にそれを使うとか、例えば農業の後

継者というのはいないので、そこを切り口にして

農水と連携してまちづくりからそういうふうに

引っ張るというのは、そのために農水でそういう

コンテンツをつくらなければならないですけれど

も、こういう就農方法がありますよという、そう

いうことに対する取組というのは自発的に能動的

にというか、受け身ではなくてやっていくつもり

はおありかどうかだけ、聞いてみたいと思いま

す。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 そういった地域おこし協力

隊の方などの人材の活用といいますか、そういっ

た方が今後農業の担い手になろうかというところ

も当然、委員のおっしゃるとおり、あろうかと思

います。リンゴの農業者などにもその辺いろいろ

私ども調査しながら進めているところだったので

すが、地域おこし協力隊の方となりますと、どち

らかというと地元の方ではない、第三者的な継承

になる方になろうかと思います。そうなります

と、農業者の方からしてみれば、自分の知らない

方ですね、そういった方に継承していくというの

も考え方としてはあるのでしょうけれども、なか

なか現実的にはそういったところが少し難しいと

ころがありまして、ただそう言いながらも、時代

が流れていきますので、こういった部分は活用で

きないかどうかというのは、今後も引き続き考え

ていかなければ駄目なところだというように考え

てございます。ですので、こういった委員おっ

しゃるようなところも一つの方法というふうに捉

えているところでございます。 

 以上でございます。 
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○上野委員長 澤出委員。 

○澤出委員 今お話しいただきましたけれども、

取り組む気はあるということであろうとは解釈し

ました。七飯町の仕事のやり方の問題というの

は、今回の道の駅の関係もそうだったのですけれ

ども、横つながりがちょっと薄いのかなと。例え

ばよその課にまたがったことについては、あんま

りやっていかないかな、連動しないかなというの

があるので、例えば先ほど言ったような地域おこ

し協力隊と農水ががっちゃんこするとか、そうい

うこともありでしょうし、例えばやり方としては

石川県羽咋市でありますよね。今回被災もちょっ

と少なかったのかな、多いのか、分からないので

すけれども、あそこでは農業烏帽子親制度という

のをやっていまして、そういう取組をしているの

ですよ。仮の親子として行政が結びつけて、農業

者を新規で育てようという、そういう取組とか各

地でいろいろなものがありますので、やはり

ちょっとお勉強なさって、多分地域おこし協力隊

との連動とかもほかでもやっていると思うのです

けれども、後継者の問題で。いい事例があれば、

そういうことを本当に吸収して、まねることは恥

ではないですから、なるべくまねて、早急にそう

いう人口問題であるとかそういうところに貢献し

ていただければと思うのですけれども、この考え

方、いかがでしょうか。 

○上野委員長 農林水産課長。 

○村上農林水産課長 委員のおっしゃる仮の親子

の考え方とか、この場合は私もそういうところが

大事なのかなというように思います。このほどい

ろいろ農業者の方にもお話をお聞きした中、そう

いった地域おこし協力隊のような第三者的な方に

対して、事業を継承できるかというところだった

のですけれども、やはり農業者の方は先祖代々の

土地という考え方もやはり中にはありまして、知

らない方に渡してまで継承というのはなかなか難

しいというような話というのもいろいろ聞かせて

いただいていました中で、やはり第三者継承とい

うのは、そういったところの関係性ですね、その

方との関係性が難しくて、人がいたらすぐその方

に継承してあげられるかというと、聞いた中では

やはりそこが難しいところで、農業者は自分の土

地とかそういったもの、経験とかも全部財産だと

いうように考えていまして、第三者的に来た面識

のない方に渡すことが可能かどうかとなると、や

はりその後続けたい、誰かに続けてもらいたいけ

れども、そういった方に渡すのはどうかなという

ような考え方もありましたので、委員のおっしゃ

る仮の親子的な関係性をつくりながらやっていか

なければ、なかなか第三者継承的なのは難しいな

と、仮の親子とか師弟関係ですね。そういったと

ころが重要だと私も思います。 

 以上でございます。 

○上野委員長 そのほかないようでしたら、休憩

に入りたいと思うのですけれども。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 以上で、農林水産課に対する審査

を終了いたします。 

 農林水産課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

 ２０分まで休憩しますので、よろしくお願いし

ます。 

午後 ２時０５分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２０分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

 それでは、商工労働観光課の審査を行います。 

 商工労働観光課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明をお願いい

たします。 

 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 それでは、商工労働観

光課より、御説明をさせていただきます。 

 まず、共通様式からでございます。 

 ナンバー１、労働諸費でございます。事業目的

は、勤労者の福祉と雇用機会の確保推進のための

事業でございまして、歳入の状況、支出の内訳、

予算の内訳については、記載のとおりでございま

す。大きな増減は特にございません。 

 続きまして、ナンバー２、商工振興費でござい

ます。事業目的は、商工業振興関係団体への支援

等でございまして、増減の内訳としましては、負

担金、補助及び交付金の下から２番目、商工業振
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興事業補助金７７０万円、対前年比７０万円の増

となっております。その下、ななえあかまつ街道

納涼祭補助金３６０万円、対前年の２５０万円に

対して１１０万円の増というのが主な特徴でござ

います。その他の事業の内訳については、大きな

増減はございません。 

 続きまして、ナンバー３、商工業経営安定支援

事業費でございます。事業目的は、町内中小企業

等への支援でございまして、予算の内訳は大きな

変更はなく、記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー４、特産品ＰＲ事業費で

ございます。事業目的は、町内特産品ＰＲに伴う

各種イベント参加経費でございまして、表の中

段、委託料、地域おこし協力隊員活動業務委託

料、これについては、対前年、予算確保しており

ましたけれども、これについてはゼロ計上をさせ

ていただいております。 

 ナンバー５、ふるさと納税事業費。事業目的

は、ふるさと納税事業の運営に係るものでござい

まして、昨年の１億２,０００万円を目標として

いたふるさと納税額の今年度ベースが１億円を目

標としていることで、２,０００万円減額になっ

てございます。これに係る支出経費についても、

それに比例する形で減額をさせていただいている

のが主な減額の内容となってございます。 

 続きまして、ナンバー６、観光費でございま

す。事業目的は、観光振興に係る経費、町内観光

イベント及び各種団体負担金、補助金でございま

して、変更の内容でございますけれども、委託料

の表の中段でございます。ソーシャルメディア活

用観光ＰＲ業務委託料３００万円を増額としてご

ざいます。 

 その他、経費については大幅な増減等はござい

ません。 

 続きまして、ナンバー７、観光地整備管理費。

事業目的は、城岱牧場多目的ホール外観光施設等

の整備管理費となりまして、これについても対前

年と大幅に変更する点はございません。 

 続きまして、ナンバー８、国際交流プラザ指定

管理費。事業目的は、大沼国際交流プラザの指定

管理料等でございまして、これについても対前年

と大幅に変更点はございません。 

 ナンバー９、道の駅指定管理費でございます。

事業目的は、道の駅の指定管理費等でございまし

て、特に表の中段、委託料についてでございます

が、浄化槽前処理設備保守管理業務委託料としま

して２５８万５,０００円を当初予算で増額とさ

せていただいております。これは、昨年から引き

続き、昨年の適正化工事完了後からの次年度分の

委託料として、新たに計上しているものでござい

ます。その下の工事請負費でございますけれど

も、道の駅駐車場環境整備工事、これについては

５０１万６,０００円を増額とさせていただいて

おります。内容的には、道の駅の駐車場内のライ

ンといいますか、白線が７年経過して薄れてきて

いること、そしてまた、水はけの部分でその辺の

対策も必要だということで、そこは抜本的にまた

改善をさせていただきたいということで、この経

費を増額させていただいております。 

 共通様式についての説明は以上でございます。 

 続きまして、別冊で追加資料として提出させて

いただきました資料の内容について、簡単ではご

ざいますけれども、御説明をさせていただきま

す。 

 まず、１ページから２ページ目にかけまして、

新しい地方経済・生活環境創生交付金に係る資料

ということで、概要を添付させていただいており

ます。 

 また、３ページから７ページにかけましては、

ふるさと納税の詳細が分かる資料ということで、

資料を作成させていただいております。 

 また、８ページになります。観光ガイド整備事

業委託料の詳細が分かる資料ということでござい

ます。 

 続きまして、９ページから１０ページにかけま

しては、恋人の聖地観光ＰＲ業務委託料の詳細が

分かる資料。 

 １１ページには、ソーシャルメディア活用観光

ＰＲ業務委託料の詳細が分かる資料。 

 １２ページには、地域おこし協力隊員の活動業

務委託料の詳細が分かる資料。 

 １３ページから１４ページにかけまして、ポー

タルプラットフォーム基盤整備事業負担金の詳細

が分かる資料。 
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 １５ページから１６ページにかけましては、国

際交流プラザの指定管理費の積算根拠、同じく１

７ページから１８ページにかけて、道の駅の指定

管理費の積算根拠、これについて資料を作成し、

追加資料として提出させていただいております。 

 また、各資料の中身につきましては、その関係

する事業の概要、そして町における現状ですと

か、予算の積算内訳等々を分かる範囲で、分かり

やすく作成させていただいたつもりでございます

ので、御参照いただいた中で質問等あれば、それ

についてまた再度答弁してまいりたいと考えてお

ります。 

 説明については以上です。よろしくお願いいた

します。 

○上野委員長 ありがとうございました 

 これより、質疑を行います。 

 質問のある方。 

 川上委員。 

○川上委員 予算書もできていまして、今回の予

算についてはあれこれ言うあれはないのですけれ

ども、ナンバー９の道の駅指定管理費の中の委託

料、浄化槽の前処理設備の保守点検委託業務につ

きましては、町で予算計上してやるということに

なっていますね。２５８万５,０００円。ところ

が、浄化槽の保守点検及び清掃については、この

予算でいけば道の駅の指定管理者がまた行うとい

うようなことだと思うのです。ただ、この浄化槽

の前処理設備と浄化槽本体の保守管理について

は、かなり連動する部分が多く関わってくるとい

うふうに思いますので、今年については、これで

致し方ないのかなと思いますけれども、今後につ

いて、浄化槽の保守管理点検委託業務を指定管理

者の業務から外して、浄化槽前処理設備保守点検

委託業務と一緒につけて、町で発注したほうが連

動しながら調整もできるということでよろしいの

ではないかと思いますけれども、その辺の考え方

についてお知らせください。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 今、委員からの御質問

にございましたとおり、前年から適正化工事完成

に至って今現在稼働しているところでございま

す。令和７年度については、この前処理槽の保守

点検について別枠で予算計上させていただいてお

ります。通常の既存の浄化槽については、現状の

まま指定管理料の中で予算を確保している中で運

用していただくということで、取りあえず今考え

ているところでございますけれども、まず、今回

３期目の令和７年度は最終年度ということもござ

いまして、今回は指定管理者ともいろいろ協議し

ている中で、これはまずは通常どおり最終年度ま

で指定管理者で実施をしていただくということ

で、指定管理者もその認識でいるということで確

認はしております。ただ、今回のこれらの課題が

あった中で、町としましても前処理槽がついたか

ら、ある程度数値も安定してきたからといって、

通常の流れに、また以前のように戻すことではな

く、これからも適正化工事がなされている状況か

ら、町としても関わりを密にしながら、指定管理

者そして町、保守業者、委託業者、それらと連携

しながら今後も浄化槽の運用について注視をして

まいりたいという考えでございますので、今後、

必要に応じて内部でどのように協議をしていくか

と議論も必要になってくるものですから、これに

ついては現状、令和７年度につきましては、従来

どおりの方法で今回の前処理槽を付け加えた中

で、町の予算の中で運用するということで考えて

おりますので、御理解をいただければなと思いま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 それは、先ほど言いましたように、

予算については今回はこれでいくということなの

ですけれども、今年が３年目で、また来年新しく

指定管理者との契約があるわけでございますけれ

ども、ここに出ている浄化槽の前処理設備の保守

点検管理業務と今指定管理者が行っている浄化槽

の保守点検管理業務と清掃ですね、これをくっつ

けて町からの発注にしたらいかがですかという質

問だったのですけれども、前向きに考える考えは

ございますか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 今回は前処理槽の保守

点検を町で指定管理者に追加してどうのこうのと

いうことではなくて、実質的にはその経費が分離
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しているような状況でございますけれども、でき

れば将来的には前処理槽と浄化槽は一つの機能性

を果たす設備なものですから、それは一体化を図

るべきものだというふうには認識しております。 

 ただ、この管理については、指定管理者と今後

協議した中で、これを一体化する中で、町で管理

するべきなのか、抜き出して管理するべきなの

か、また、再度指定管理者でまた継続して行える

ものなのか、その辺の協議が必要になってくるか

と思います。これについては道の駅の浄化槽にか

かわらず町全体の在り方ということもございます

ので、私たちからは、全体の協議の中でそれを決

定して導いていかなければならないのかなという

ふうに認識しておりますので、それについては現

状のところ、なかなか回答ができないような状況

でございますことを御理解いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 川上委員。 

○川上委員 この間、この話を百条委員会の証人

喚問ですか、その中で、指定管理者では、とても

じゃないけれども、浄化槽の保守点検については

あまり知識を持っていないので、できれば町に

やってほしいというような言い方をしていたの

で、ぜひとも指定管理者と協議を重ねながら、ど

ういう方向が一番いいのかというのを見いだし

て、来年の予算に組み込んでいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 特別委員会の中でも関

係者の答弁でもありましたとおり、そのような御

意見、要望ありましたので、これについては無駄

な意見にすることなく、前向きな意見として町で

今後取り扱っていきたいと思いますし、これが最

終的にはどちらに落ち着くのかということも、今

後内部で調整が必要になってくるかと思いますの

で、御参考意見として捉えさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 資料が結構出たので、休憩の時間を

取っていただけないですかね。ゆっくり目を通し

てお聞きしたいのですけれども。 

○上野委員長 どのくらい時間があったら。 

 池田委員。 

○池田委員 資料を言いたい人はちょっと読んで

もらえばいいし、先に進まないと……（発言する

者あり）できないのだけれども、資料を質問しな

い人は質問してもいいのではないか。（発言する

者あり） 

○上野委員長 説明不足という部分も……（発言

する者あり） 

 課長からは、もう少し詳しく説明したいという

話もあるのですけれども、どうしますか。（発言

する者あり） 

 暫時休憩します。 

 今後の取扱いをどういうふうにするか、今時間

が欲しいというのと、説明をもう少し詳しくした

いというのとが出ておりますけれども、休憩時間

に説明を受けながら、休憩を延ばすということで

……（発言する者あり） 

 それでは、１５分休憩いたします。５５分まで

休憩です。 

午後 ２時３８分 休憩 

────────────── 

午後 ２時５５分 再開 

○上野委員長 時間になりましたので、委員会を

再開いたします。 

 質問を受け付けてまいります。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 まず１点目、ナンバー５、ふるさ

と納税事業なのですが、これは商工観光課だけの

財源ではなくて、七飯町の場合１億円とか１億

２,０００万円とかやっていますけれども、北の

ほうの小さなまちでも２００億円弱だとか、それ

が海があるから海がないからという言い訳にはな

らないといえばならない問題なのですが、これは

商工観光課だけの財源ではなくて本当に何十億

円、１００億円という単位にいったら、役場とし

て町としての本当の自主財源の大切なところに

なってきて、その財源を基にいろいろな政策、給

食費無償化だとかいろいろなことができてくると

思うのですが、１億円いけばいいやとかという問
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題ではなくて、もっともっとプライベートブラン

ドをつくっていくだとか、企業誘致と絡めて商品

を生産していくだとかということを考えていない

のかどうかということと、あとはナンバー６です

ね。歳入なのですけれども、新しい地方経済・生

活環境創生交付金１,４５３万２,０００円、この

財源充当がどこに係っているのか、ちょっとこの

表だと分からないので教えていただきたいと思い

ます。 

 あと、ナンバー９、道の駅なのですけれども、

今、資料等々もらいながら見ていたのですが、や

はり川上議員もおっしゃっていたとおり、前処理

槽だけの委託料ではなくて、証人喚問ですか、そ

の際も手に負えないよということなので、これは

やはり役場で管理する、もしくは指定管理料の中

に入れて、指定管理者と話もあるということです

けれども、どちらに入れたとしても管理者は七飯

町なのですよ。指定管理者がそれを責任を持って

やるという話ではなくて、指定管理者を指定して

いるのは七飯町のわけですから、しっかりとこれ

百条委員会までできて、いろいろな議論がなされ

てきたところですので、ここはしっかりとやって

いただかないとならないかなと。指定管理に入れ

たから、指定管理から浄化槽の委託を抜いて、役

場で発注したからとはいえ、最終的に管理するの

は七飯町ですから、ここをしっかりやっていくと

いうことがちょっと見えないなと。いろいろなも

のを、指定管理者もちょっと手に負えないと言っ

ている中で、指定管理が５年、６年、７年の３年

間で３年目なので、そこは黙ってやっていこう

と。次の更新の際に抜いていこうとかというス

ピード感のない対応ではなく、そこはスピード感

を持って、指定管理料の協定変更をかけてでも

やっていきながら、浄化槽のいろいろな問題が出

てきたので、町が責任を持ってしっかりとやって

いくという姿勢を見せるということも大切だと思

うのですが、指定管理料を百条委員会等とその前

からいろいろ言っていますけれども、基本協定変

更できる、年度協定変更できないだとかという相

違もありましたし、何か聞いているとかたくなに

協定変更はかけませんよと。二千ウン十万円あて

がえぶちで、その中でやってもらいますよと。二

千ウン十万円もある中で、金額がびたびた一緒で

す、協定変更もかけないでやってきていますとい

う、この７年間、それ自体もおかしいと思います

し、何回も言っていますけれども、増えたものは

払う、減ったものは減らす、協定変更をしっかり

して精算行為に及ぶというのが正しいやり方だと

思うのですが、その辺どうでしょうか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 ３点ありまして、その

うちのまず一つ、ふるさと納税の財源という部分

でございます。 

 現状、七飯町のふるさと納税は１億円を目標と

しているわけでございますけれども、私どもとし

ては、これはあくまで商工に関わる部分の財源で

はなく七飯町全体としての財源であるべきだと、

現状もそういう考え方の下にふるさと納税事業を

進めているところではございますけれども、金額

が１億円ということで、さらにその上を目指し

て、他の自治体の例もありましたけれども、それ

以上、上回るような考え方でもって、さらに商品

開発、そして魅力ある返礼品の発掘、そして生産

量、この辺も何かに特化して偏りを見せるとそれ

がなかなか追いつかないという現状もございます

ので、そのバランスも考えながら、１億円以上の

もので近い将来目指していきたいと考えてござい

ます。 

 ２点目の新しい地方経済・生活環境創生交付金

でございます。これにつきましては、現在七飯町

で行っておりますスキー場の山頂にございます恋

人の聖地ということの位置づけで、令和３年度か

ら行ってきている事業でございます。これについ

て、まずはスキー場のＰＲ、これを軸として、そ

れに関わる周辺の観光事業、観光振興、それに関

わる経費としまして、例えば各種イベントですと

か、指定管理料、大沼のプラザの指定管理料、そ

の他七飯町内の観光振興にまつわる経費を２分の

１相当、交付金として賄っていただいている状況

でございますので、この１,４５３万２,０００

円、これにさらにまた商工の捉えでございますけ

れども、あかまつ街道納涼祭、これも関連する事

業として、事業費の２分の１程度交付金で見てい

ただいている内容でございます。 
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 そして、３点目、道の駅の指定管理についてで

ございますけれども、これについては、先ほど同

僚議員からも質問ありまして、それにお答えした

内容に補足させていただくことにはなりますけれ

ども、今年度、令和７年度に８年度、９年度、１

０年度の３か年の新たな指定管理の募集をかけて

いくという作業が、令和７年の夏から秋にかけて

準備をしていかなければならないと考えておりま

す。それまでに、ある一定の方向性でこの浄化槽

の指定管理業務を指定管理者に託するものなの

か、町の管理に切り替えるのか、その辺は内部議

論の中で方向性を見いだして、それを町管理にす

るのか、前処理槽と既存浄化槽を抱き合わせて指

定管理者にまた継続依頼するのか、その辺の方向

性は募集までに考え方を示していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○上野委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 １番目については分かりました。

１億円と言わずに上限ないわけですから、もっと

もっと頑張っていただきたいなと。北のほうでは

２００億円弱、道東のほうでも１００億円だとか

というところがありますので、うちより小さい規

模で。海産物があるだとか、いろいろな資源が豊

富だとか、いろいろあるとは思うのですけれど

も、それに負けずに、やはりまちとまちとの、言

い方は悪いですが、勝負みたいなところなので、

取り合いみたいな形になっていくと思うので、そ

こは町の自主財源のためにも頑張っていただきた

いなと思います。 

 ２番目については、いろいろなイベント補助金

に対して入っているよというのは分かりました。 

 ３番目、道の駅関係なのですけれども、やはり

夏まで詳細を審議しますとかということではなく

て、これはスピード感を持って対応しないと。議

員が反対するから、百条できたからという問題で

はなく、なぜ百条できたのかというのは、町民の

議決権の代表として我々座っているわけですか

ら、その中で百条の見解、スピード感を持って、

今まで投げてきたとかという部分が出てきた結

果、百条ができて、証人喚問までして、そういう

ことになっていますので、百条のときも言いまし

たけれども、２,０００万円の契約で１円の果て

まで合うなんていうことは絶対にありえないので

すよ。だから必ず変更はしなければならないので

すよね。委員会とかでも話していますけれども、

変更しないというやり方はもう昔のやり方であっ

て、今はもう１個１個全部増減に対して精算で変

えて、協定額等々も変えていくというのが当たり

前のことなので、それが精算行為もしないでお金

を払っていたということもあったという事実が出

てきた中で、やはりきちんとした対応、どちらで

見るなんて、指定管理者と３０分、１時間話をす

れば結論が出ると思うのですよね。それほど難し

い話ではない、どちらが管理するというだけなの

で。管理するとはいえ、設置者は七飯町ですか

ら、最終的に七飯町が責任を持たなければならな

い。先ほども話しましたけれども、指定管理者も

ちょっと無理だという話も出てきたので、それが

役場と指定管理者の話であればいいのですけれど

も、百条の証人喚問の中で、指定管理はちょっと

無理だよという話を議会側にもされましたので、

そこは協定変更をかけて減らして、ほかのものを

入れるなら入れるでもいいですけれども、やはり

役場が前処理槽と浄化槽というのは別々に管理す

るものではなくて一元管理するものだと思います

ので、やはり責任をしっかり持って、スピード感

を持って対応しましたというアピールにもなると

思いますので、役場がやるべきだと思うのですが

どうでしょうか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 この浄化槽の管理の問

題でございますけれども、これについてはスピー

ド感を持って対処するべきだという認識はござい

ます。ただ、指定管理者制度という大枠の制度が

ある中で、それは管理できないからといって町で

管理してほしいのだという要請を受けて、はい、

そうですかと、できないならば町で管理しましょ

うという簡単なものなのかどうかということも検

証しながら、そもそも指定管理者制度というもの

をまず照らし合わせて、それが実害的に影響がな

いものなのだよと、町が管理しても全然構いませ

んよという考え方の中であれば、それは早い段階

で確認を双方しながら、前向きに考えていければ
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なという認識でございますけれども、それについ

ては道の駅だけの問題に限らず、他の指定管理施

設等もございますので、その辺も道の駅、そうい

う不具合で指定管理者からもそういう要請がある

のだという事実の下に、今後どうあるべきかとい

うことを検証していきながら、前処理槽の管理と

一体的にその辺は確認して進めていきたいと考え

ています。 

 以上です。 

○上野委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 道の駅、百条の報告書もまだ出て

いませんけれども、話をしている中で、報告書が

出ないとしても、やはり指定管理者とのやり取り

というのは契約書ではなくて協定書の中で変更で

きるという項目は必ずありますので、確認したと

ころ、ありましたし、その中でやはりしっかりと

指定管理者に、話をぶり返すのも嫌なのですけれ

ども、いろいろなマニュアルが指定管理者に渡っ

ていなかった、その中で指定管理者は臭いだけを

気にしてやっていたと。年に何回か浄化槽のマ

ニュアルだとか、いろいろな使い方だとかという

ものが分からない中で、指定管理者が動いていた

ということが判明してきましたし、それに対して

役場がああだよこうだよ、これはこうするのだよ

というリーダーシップがなかったと。ただ何か頼

むねと投げていたようにやっていたということも

分かってもきましたので、そこはスピード感のた

めにも、そして一日も早い改善のためにも、役場

がきちんとした対応をしていただきたいと思うの

ですけれどもいかがでしょうか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 これについては、指定

管理者側の証人の答弁からもありましたとおり、

最初は臭いにとらわれていて、その水質の課題と

いうことの認識がなかったと。これは町も同じ考

えでありまして、町からの答弁も、最初は臭い対

策ということにとらわれていて、そのことに認識

が、気づきがあまりなかったという反省点もござ

いますので、これがあらかじめ町でその原因が分

かっていながらその確認行為を怠ったとかとい

う、結果的にはそういうふうな流れで、町でその

ことの重大さを把握するべきだったのだろうとは

思いますけれども、その認識が欠けていた部分と

いうことで、公社と町と連携不足ということが明

るみにになったと思います。これを受けまして町

で管理するのが速やかな今後の管理に移行するの

か、継続的にやっていくのか、その辺はスピード

感を持って方向性を見いだしていきたいと考えて

おります。町の管理ありきで協議をするというこ

とではなく、指定管理者の御意見も伺いながら、

今後、決めていきたいと考えています。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 課長にお聞きしたいのですけれど

も、この予算を編成するに当たって、町長から、

行政改革ということを念頭に置いて、きちんと今

までの例えば指定管理料、こういったものの精

査、もう少し削れるものがあるのではないのか、

逆に増やさなければ駄目なものがあるのではない

か、そういう視点でつくられましたか、今回の予

算。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 平松委員おっしゃって

いる予算については、指定管理料のことについて

の予算ということでよろしいですか。それも含め

て全体のですか。 

 これはあくまで現状捉えております来年度に必

要なその経費等もろもろ、行革の観点というより

も町の商工観光振興の経費として、当課でたたき

台をつくった中で、その管理の問題も含めて、こ

れは予算査定の中で議論させていただいた形と

なっております。ですから、これについては特別

こういうふうにしなければならないという議論

は、当課の意見も申し上げましたし、査定側の意

見も吸収した中で出来上がったものだというふう

に認識しています。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 今、同僚議員も、道の駅に関してい

ろいろ述べましたけれど、結局、契約書はきちん

と増やすことも減らすこともできるという契約を

毎年更新しているということですから、本来であ

れば、道の駅に関してはもう１年半前からこの騒

ぎであったものが、結果的には見直しされて新し
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くつくったものを追加して予算を組んでいる。と

ころが、我々いろいろ調べている中で、割とどう

でもいいようなやり方をしていたというのが随分

分かったのですよね。例えば引き抜きをするとい

うのは最初なかったのですよ。なかったのです

よ、一番最初の契約には。ところが臭いがひどい

ので抜いたほうがいいのではないかということで

抜くことになったけれども、全体の契約金額とい

うのは何も増えていないのですよね。中身のやり

取りで収まっていると。だから削れるものはあっ

たという話ではないのかなと思いますよ。そうい

うことで、最初に聞いたのですけれど。 

 それで、具体的な質問に移らせてもらいますけ

れども、ナンバー４で地域おこし協力隊の予算は

今年は見ていないということですね。 

 一般質問などでも町長の答弁などで出てきてい

たのですけれど、まちの活性化に関しては一生懸

命やりたいというような趣旨の答弁があったので

すが、地域おこし協力隊というのはそういうこと

につながらないという判断でゼロになったのか、

ちょっとその説明と、それからナンバー６で観光

ガイド、頂いた資料を見ますと、これは全部大沼

に関する観光ガイドというふうに理解できますけ

れども、例えば、今我々シルバー世代というの

は、リタイアした後の人生をいろいろな歴史をた

どる、そういうツアーなどがあちらこちらで結構

はやっているのですよ。例えば七飯町にも昔から

歴史を学んでいるグループがあって、函館の団体

などから講師を依頼されているとか、そういうの

もあります。例えばこういう人たちが旅行者から

依頼を受けて、七飯の歴史ツアーみたいなそうい

うガイドをするとか、そういうお考えには結びつ

かなかったのか。 

 それと、結局は道の駅の話になるのですけれど

も、これは道の駅側と何かきちんとお話をした上

で、いわゆる指定管理料の話ですけれども、最初

の話に戻りますけれども、こちら側で向こうは困

るだろうとかそういうことではなくて、こちら側

は発注者ですから、これとこれはこのぐらいの金

額で済むのではないかという話、例えば大沼国際

交流プラザですけれど、委託料２,０００万円ぐ

らいかかっていますよね。道の駅が今までに２,

３００万円、２,１００万円あたりで済んでい

る。施設の大きさとか人の流れからすれば、国際

交流プラザって本当にこれほどお金が必要なのか

なと。細かい話ですけれども、見ると職員が４

人、そして掃除のお金が１００万円、１年間です

けれども、委託したらそれぐらいかかるのでしょ

うけれども。失礼な話かもしれませんけれども、

職員４人いたら、誰か彼か掃除ぐらいしても間に

合うのではないかなという、入り込みの多いとき

はちょっと別でしょうけれど、そういう見直し、

もっと難しいことを言えば解析、本当にその予算

が必要なのかどうかという、そういう見直しをす

るいいチャンスだったと思うのですよ、今回のこ

の百条委員会というのはね。そういう意味で、予

算に反映されるものはなかったのかなということ

で、最初にお尋ねをしたのですけれども、まずそ

の具体的なガイドだとか、その辺の答弁、お願い

したいと思います。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 まず、地域おこし協力

隊の件でございます。これにつきましては、ナン

バー４の事業予算名、特産品ＰＲ事業費の項目の

中の一つでございまして、これについては七飯町

の、その名のとおり特産品をＰＲしてもらうため

の協力隊員を去年まで予算計上させていただいた

ところでございますけれども、今回この物販Ｐ

Ｒ、特産品ＰＲの部分については、募集をかけず

に減額をさせていただいたという内容です。 

 ナンバー６に、観光費の中になります委託料の

４項目めに地域おこし協力隊員活動業務委託料と

いうことで、今回５４９万２,０００円を計上さ

せていただいております。商工では実質１名今回

予定していきたいなということで、これまで雇用

型、役場で雇用するスタイルから、今回観光事業

につきましては、委託型というふうに、現地で活

躍していただく隊員に特化した考え方で採用をし

ていければなという思いで計上させていただいて

いるものでございます。実質２人、令和６年度で

は２人を予定しておりましたが、採用に至らず減

額補正をさせていただいた状況でございますけれ

ども、新年度については観光で力を入れてやって

いきたいということで、１名分を確保している状
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況です。 

 また、観光ガイドについてでございます。おっ

しゃるとおり、大沼の環境に対する観光地として

の、例えば大沼にまつわる歴史的な話、または大

沼周辺に育っている植物、そして動植物、動物や

植物など、そういう知識を観光ガイドとして習得

し、それを観光客の方々に案内をしていただきた

いという思いでつけている委託料でございますけ

れども、確かにおっしゃるとおり七飯町の歴史と

いう観点からすると、大沼だけに限らず七飯の本

町地区、大中山地区全体を含めての知識というこ

とも一つの観光ガイドのツールになり得るのかな

と考えておりますので、今後、七飯町全体として

の観光振興というふうに規模を拡大した解釈の中

で、その辺の要素を盛り込んでいければと考えて

おります。 

 また、指定管理料についてでございますけれど

も、当課につきましては、大沼の観光プラザ、そ

して道の駅と２施設を指定管理としてお願いして

いるところでございます。その金額の違いでござ

いますけれども、道の駅については、七飯町内の

特産品のアンテナショップということで大幅に利

益を生み出せる施設という捉えで考えておりま

す。一方、大沼のコンベンションのプラザにつき

ましては、これについては収益性に若干欠けるよ

うな施設になってございます。運営費共々総額で

考える必要ございますけれども、プラザも自主財

源の確保ということを目標に日々取り組んでいる

状況でございますけれども、何せ人の数だとか、

道の駅での対象人数とは異なる人員で財源を充て

させていただいているという状況でございますの

で、今後はこれについての改善ということを考え

ていかなければならないというふうに認識はして

いるところでございますので、ちょっと時間はか

かるかもしれませんけれども、将来的にはその見

直し等も含めて考えていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○上野委員長 平松委員。 

○平松委員 観光ガイドと地域おこし協力隊とい

うのは別物でお考えになって、項目をつくってそ

れなりの予算配分をしているというのは分かるの

ですけれども、例えば観光に来た人というのは協

力隊の人なのか、ガイドなのか、分からないです

よね。だから、協力隊というところで生活をある

程度きちんと見てもらいながら、七飯の振興に役

に立つ、例えばカヌーが得意な人もいれば、山の

中に入って木を切りたいという人もいれば、歴史

の案内をして歩きたいという人もいるわけです。

だから、その辺、先ほど前の課で同僚議員が質問

していましたけれども、うちの課はとか、この項

目はとか、狭く見ないで、全体的に協力してやれ

る体制が取れれば、もっともっといろいろなこと

ができると思うのですよ。だから、予算取りはこ

ういう項目で取ってもいいですよ。取ってもいい

ですけれども、この項目に合わないからそちらに

予算を回せないとか、そういう枠を少し外さない

と、とにかく先ほどの農業関係でしたけれども、

もうどうもならないですね、我々の思いが伝わら

なくて。これだけ大きい問題を起こしている、そ

の問題を解決しようというところも何かやはり防

御的ですし、これを踏み台にして新しいものに踏

み出したいとか、そういうふうになっていっても

らいたいので質問をしているのですけれども。こ

ちらの協力隊は減らしたけれども、こちらでは見

ていますと。それはそれで予算書ですから、答弁

としては何も間違っていないですよ。それから、

観光プラザというのも昔は大沼観光協会というこ

とで、それなりに町の予算を使ういろいろなこと

をやっていたわけですよ。でも、そういう時代で

なくなりましたよね。だから、そういうものをき

ちんと分析をして、足さなければ駄目なもの、削

らなければ駄目なもの、そういう考えで予算をつ

くっていってもらわないと、ちょっとこれでは寂

しいなと思いますよ。地域おこし協力隊、これは

１人しか見ませんと。これは、例えば募集をして

何人か来たと、この人とこの人を入れてもどうに

かなりそうだなと思ったら、例えば補正予算を組

んで受け入れるだとか、そういうお考え、そうい

う余裕、この予算書の中にありますか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 まずは地域おこし協力

隊の件でございます。当初予算で物産ＰＲを減に

して、観光に関わる人材を残したということでご
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ざいます。先ほどお話をさせていただいたとお

り、これまで地域おこし協力隊の業務の内容とし

ましては、町の課の一員のような感じで、会計年

度任用職員の扱いと同様に、例えばＳＮＳの活用

でのＰＲをしたりとか、事務作業を中心に行って

いただいたという形態でございましたけれども、

今回、委託型ということで現地にどっぷりつかっ

てもらって、そちらで地元の方々といろいろ足並

みをそろえて、将来的には大沼、七飯町に根を下

ろしていただきたいということの考えで、今回雇

用型から委託型に切り替えて募集を行っていきた

いという内容で計上させていただきました。 

 また、指定管理の関係でございますけれども、

従来からそのような形態で指定管理料を払ってき

ているわけでございますけれども、指定管理料で

務めていただいているところでございますけれど

も、今後、その考え方も、収益性のある団体とい

いますか、そういうものにいち早く切り替えてい

ただいて、自主財源の確保ということもある程度

早い段階で目標としていただきながら、指定管理

料の圧縮等に努めていくような努力をしてまいり

たいと考えています。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

 中川委員。 

○中川委員 まず、ナンバー２の負担金、函館地

域産業振興財団の５１万６,０００円増となって

いるのは、これはなぜなのかなということと、ナ

ンバー４の地域おこしの関係は今、同僚議員で話

しされていたと思うので、非常に残念ですけれど

も、今回はやめるということだと思うのですけれ

ども、ここは今回予算に入っていないですけれど

も、この特産品ＰＲに伴う事業目的ですね。この

事業目的の欄のところで、昨年の予算委員会のと

きに、令和５年のときに、地域活性化起業人とい

う国の総務省の制度、非常にいい制度があるとい

うことで、令和５年は予算化されていたのです。

そして、令和６年、昨年の予算委員会のときにも

減額になっていたもので、私、質問させていただ

きました。そのときの答弁だと、令和５年のとき

も途中までうまくいったけれども、なかなか最終

的にはうまくいかなくて、令和５年は減額補正し

たということで、令和６年は予算が上がってこな

かったからどうしたのということだったのだけれ

ども、令和６年度中にそういう企業としっかり調

整をしてやっていくという説明を受けていたので

すね。そうしたら今回は全く何も入ってこないか

ら、一体どういう経過だったのかなという、その

起業人の関係ですね。 

 それと、ふるさと納税、これも同僚議員、皆さ

ん同じような思いだと思いますけれども、まず目

標ですから、目標で確かになかなか目標のとおり

にいかなかったという経過は結果としては分かり

ますけれども、その目標を１億２,０００万円の

目標から、今年は１億円で２,０００万円減にし

たということだと思うのですけれども、２,００

０万円、目標を減にした理由というのをもう一度

お願いします。 

 それと、ナンバー６ですね。これは一番下のイ

ベント補助金のところで２００万円減になってい

た理由をもう一度お願いいたします。 

 それと、ナンバー９の、これも皆さん先ほどか

ら質疑されていますけれども、浄化槽前処理の関

係、浄化槽の関係ですね。課長の答弁も先ほどか

ら聞かせてもらっているのですけれども、私が一

つ聞きたいのは、２月１７日に百条委員会の証人

尋問が行われて、その中で指定管理者から管理自

体、浄化槽のメンテナンス管理含めてですけれど

も、浄化槽に関しては町でやっていただきたいと

はっきりおっしゃっていました。２月１７日から

今回の予算といいますか、定例会、全員協議会も

ありましたし、２月２７日でしたか。その間に、

２月２７日以降に、指定管理者とどういった協議

をしたのか。 

 あとその下の工事請負費で５０１万６,０００

円、道の駅の駐車場環境整備ということですけれ

ども、これは昨年防犯カメラが落雷で壊れて、そ

のときに全員協議会だと思うのですけれども、い

ろいろな議員からも御意見があったと思いますけ

れども、それが反映されているのかどうか。 

 以上です。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 まず、１点目の函館地

域産業振興財団負担金、これにつきましては今年
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度６１９万１,０００円を予算計上させていただ

いております。内容的には、函館市、北斗市、七

飯町において、企業からの研究相談、民間との共

同受託研究、企業等への連携事業申請のほか、そ

れらを基に対応している負担金でございます。 

 このたび物価高による人件費等の高騰もござい

まして、七飯町の負担分としまして５１万６,０

００円が増額という負担割合が来ておりますのが

主な理由でございます。 

 続きまして、地域おこし協力隊、これについて

の起業人の分類でございますけれども、これもい

ろいろ起業人、町としましてもそういう組織から

の派遣ということを期待してございましたけれど

も、なかなか起業人としての、企業側のこちら側

からの要望に対する回答については、なかなかや

はり企業側も人材を確保するのに大変な思いをし

ていて、各市町村からの要望に応えられるような

人材の派遣というのはなかなか厳しい状況にある

と。例えばツアー会社であったりだとか、旅行雑

誌の会社だったりだとか、それに関連する企業の

中も人材不足の課題として対応せざるを得ないと

いう中で、なかなかその掘り起こしができないと

いうことでございますので、そこは期待していな

がらも、今回、起業人という枠ではなく、現地派

遣型の委託による地域おこし協力隊員ということ

で選択をさせていただきました。 

 また、ふるさと納税、目標額、去年までは１億

２,０００万円ということで、今回２,０００万円

を減額させていただいた内容でございますけれど

も、これにつきましては、総務省からのふるさと

納税に対する制限、規制というものがさらに強化

されまして、納税額の５０％以内の経費であるだ

とか、今回、令和７年度で積算している返礼品の

金額の考え方でございますけれども、寄附額に対

する２３％程度の返礼品の枠、そしてそれなりに

経費、ふるさとチョイスだとか各ポータルサイト

の委託料、そして配送料、様々な経費がかかって

いく中で、５０％以内に抑え込んでいかなければ

ならないという制限がある中での、恐らく寄附額

の設定だとか、商品の選択というものに対して、

ある程度の制限も加わってくるだろうということ

で、１億２,０００万円は目標としたいところで

ございますが、現実問題、なかなかそこまでに及

ばないだろうということで、今回、本来であれば

それを上回った金額で、目標として予算計上した

いところではございましたけれども、現実的な部

分を考慮しての予算計上とさせていただいたとこ

ろでございます。 

 そして、ナンバー６の観光イベント開催補助

金、これについては２００万円を減額させていた

だいた内容でございますけれども、この６３０万

円の内訳としましては、湖水まつり３３０万円、

そしてハロウィンナイトで３００万円と、この２

本のイベントでもって６３０万円を計上している

ところでございます。２００万円の内訳でござい

ますけれども、大沼オータムレイクスと令和６年

度で実施しました台湾プロモーション、これにつ

いての１００万円ずつの金額が、今回、令和７年

度では減額しているというのが主な理由でござい

ます。 

 そして、浄化槽についてでございます。先ほど

からも同僚議員等の御質問にもお答えしてまいり

ましたとおり、確かに公社の答弁の中にもありま

したとおり、できれば町で管理していただきたい

のだという御意見があった中で、町としても公社

の関係者に対して、今日までの間に、その考え方

について協議をさせていただいたところでござい

ます。その内容としましては、令和７年度から、

すぐに４月から対応してほしいということで言っ

たものではないと。これは３期の期間中、最終年

度は当然自分たちの中でそれは切り離すことなく

やっていければという思いの確認をしてございま

す。ただ、４期に切り替わる際の募集の段階で

は、そこはとにかく切り離して考えてほしいのだ

ということではなくて、そこは町もそういう考え

方を示していただけるのであれば、それにこした

ことはないけれども、だからといって必ずそれは

全面的に放棄して考えていきたいということでは

ないという考え方を捉えておりますので、そこは

町と公社の間で、指定管理制度というものに基づ

く考え方の中で、募集までに整理をしていきたい

という考えでございます。 

 最後になります。道の駅の駐車場環境整備につ

いてでございます。これについては、その内訳と
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しまして、駐車場内のラインが劣化して薄くなっ

てきていること、そして、若干駐車場内も陥没し

てきている箇所がございますので、そこの修復と

合わせての金額を計上させていただいておりまし

て、今回、去年からちょっと不具合があります防

犯カメラ、これについては今セキュリティ会社の

カメラの設置、公社とどの範囲でどのようなニー

ズで使っていきたいかという内容も確認の上で決

めていきたいと考えてございますので、取りあえ

ず今、仮復旧で動いている状況でございますので

これについては、精査しながら今後、今すぐ壊れ

るようなものではないのかなと。去年の８月の話

でございますので、ある程度、追加の機能性を持

たした基盤を活用した中で今稼働しているという

状況でございますので、そこはそのニーズを含め

た考え方でもって、機種の選定等、そしてセキュ

リティ会社との連動も可能であればそういうもの

も、そういうタイプの内容も選択していければと

考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 まず、ナンバー４の先ほど言った起

業人の関係で、令和６年度中には、令和５年度に

は折り合いがつかなかったという説明を受けて、

予算を出さなかった。そして、令和６年度は予算

を出していないけれども、予算化できるように調

整していくということで前回は説明を受けていた

のですけれども、また同じような説明、去年と

ね、昨年の予算委員会のときと同じような調整が

つかないということで、本当にいいのかなと。私

も分からないので、調べながら質問させてもらっ

たりしているのですけれども、起業人の、もしか

したら今回上げていないから予算自体、国の予算

がなくなったのかなというのもあって見たりして

いたのですけれども、逆に課長がおっしゃるよう

に、企業側も人材不足ということがあるからなの

か、地域活性化起業人というところの欄では、企

業退職後のシニア層の活用も可能とする。そし

て、地域活性化シニア起業人、これはまだ仮称、

令和６年度の、昨年の予定ですから、令和７年に

向けて国で取り組んできているものなので、こう

いう国の方向性からいったら、やはり自治体で実

際に企業側も人材不足で無理というか、うまくい

かないという、そこを改善しようとして、いろい

ろな取組をやってくれていると思うのです。こう

いうのを踏まえた中で、どういうふうに協議して

きたのかということ。 

 あと、ふるさと納税、総務省では２分の１以下

ということですよね。それは分かるのですけれど

も、それは実際に入ってきたお金の２分の１以下

ということですよね。ですので、それは課長おっ

しゃる意味は分かるのですけれども、それは目標

値と関係ないと思うのですよ。目標値を下げる理

由には、そこは入ってこないと思うのですね。い

ろいろなふるさとチョイスだとか、さとふるだと

か、楽天とか、三越だ、ＪＡＬだとかいろいろふ

るさと納税のサイトを増やしていった結果、ここ

数年確かに少しずつ伸びてきているという。た

だ、それは取り扱うサイトを増やしているだけ

で、町として何か特別な努力をしたかといった

ら、それがとても感じられていないのですね。だ

から、ただサイトを増やしたから増えるだろうと

いうのであれば、どこのまちだってすぐ増えてい

ますし、何かサイトを増やしながらも増える取組

というのをやっていないと、増えるわけがないで

すよ。だから、うまくいくかいかないか、それは

結果はしようがないのですよ。だけれども、そう

いう取組すらしないで、逆に目標を下げていくと

いうこと自体、本当に自主財源を取ろうという考

えがあるのかなと、すごく疑問というか、なぜな

のという。このふるさと納税に関しては、町長も

予算査定で、これでオーケーしてきていると思う

のですけれども、本当にこれ町長もオーケーして

いるからここにあるだろうということなのですよ

ね。オーケーしているのですよね。 

 あと、ナンバー９番です。まず、浄化槽の関係

ですけれども、これは２月１７日以降、道の駅の

管理者とお話ししたということでいいのかと。 

 そして、あとは駐車場環境整備の防犯カメラ

云々の関係ですけれども、１２月くらいだったと

思うのです、議会側に報告があったのは。そのと

きもいろいろ調査して検討してみますということ

ですけれども、それに関してはいつまで調査する

のですか。 
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○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 まず、地域おこし、起

業人でございますけれども、先ほど答弁した中で

企業側もなかなか人材不足に見舞われているとい

うことで、それ相応の人材の提供というのはなか

なか困難だというお話も伺っておりますし、委員

おっしゃるとおり、そういう企業をリタイアした

シニアの方の活用というのも考えられるのではな

いかと、確かにそのとおりでございますけれど

も、できれば七飯町としては若い人材、そしてそ

ういう方が七飯町内で起業して、そこに移住とい

う観点の中で根を下ろしてほしいなという希望も

ありながら、そこについては起業人を募集し続け

るのか、ちょっと考え方を変えて、雇用型から委

託型の地域おこしに移行したりするのかというこ

とを相当悩みましたけれども、今回はこのような

形態で募集をかけていきたいということでござい

ます。起業人の内容につきましても、今後もいろ

いろ情報を得ながら今後に反映できればなという

考えでございます。 

 あとは、ふるさと納税の１億円、２,０００万

円減額しての目標額でございますけれども、それ

なりに努力してきたのかと、そういう御意見にな

るかと思いますけれども、町としても最大限この

業務としてやれることをやってきたのかと言われ

ると、まだまだやり方はたくさんあるのかなと考

えています。従来までの継続的なやり口に切り替

えると、またそれを新たな魅力ある見せ方といい

ますか、あとＰＲの特産品、返礼品の内容とかも

ポータルサイトを活用して幅広く経費としてかけ

れば、それなりに間口を広げて歳入として確保す

ることは可能とは考えますけれども、それ以外の

部分で、例えば現地決済型のふるさと納税の考え

方、現在、宿泊施設で行っていただいております

現地決済型ということも、経費があまりかからな

くて、送料だとかそういうことではなく、実際足

を運んでいただいて、そこで宿泊をしていただ

く、そういうふうな手法も令和７年度、ちょっと

そこを前向きに切り替えていく中で、そこは歳入

を確保していきたいと。 

 やはり１億２,０００万円、結果、今年度も１

億円に満たない結果となってしまいましたが、最

終的には３月末までその金額は分からない、４月

以降の集計で額が確定するという内容でございま

すけれども、ちょっと今回控えめな１億円とい

う、令和７年度の目標額でございますけれども、

まずはこの１億円を超えるという７年度のまた考

え方を新たにした内容の中で、まずはこの金額を

上回るような努力をさせていただいた中で、結果

を出していきたいなと、そういう目標でございま

す。 

 あと、浄化槽の打合せでございますけれども、

これにつきましては、浄化槽の百条特別委員会、

終わった後の公社側の意見を踏まえての確認と協

議ということで、それ以降に行っている内容でご

ざいます。実際２週間前に現地で支配人の方とそ

の旨の考え方の確認と、そして先週の初めに理事

長の日程の都合もありましたので、そこにアポを

取らせていただいて、現地でといいますか、理事

長に出向いていって、その話をさせていただい

て、協議を経た内容でございます。 

 道の駅のカメラについては、確かに去年の１１

月の段階で、今選考について調べているというこ

とで答弁させていただいておりますが、現状まだ

その辺の方向性が捉えられているわけではござい

ませんでした。早い段階でという御意見をさせて

いただきたいところではございますけれども、こ

れについても公社側の、使う側とのニーズだとか

その辺も含めて、これもできる限り早い段階でそ

の方向性を捉えていきたいなと考えております。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 地域活性化起業人は何かだんだん一

般質問寄りになってくるので、今回はもうやめま

すけれども、こちらはやめます。 

 ふるさと納税もそういう考えで下げてくるとい

うこと自体が、本当は、明るい未来にならないな

という非常に残念な思いです。本当はもっとやっ

ていただきたいところですけれども、考え方はそ

ういうことだというのであれば、しようがないで

すけれども、ふるさと納税に関しては今の担当課

の考えと町長の考えも同じ考えなのかということ

を、一応確認だけさせてもらいます。 

 それとあと、９番の浄化槽が先週確認したとい
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うことですけれども、課長の先ほどからの答弁、

同僚議員に対する答弁を聞いていても、町で次の

改選、次の指定管理の更新時期まで待ってくれ

と、そういう意向が強いのだなというふうに、私

は捉えているのですけれども、この一連の浄化槽

の件というのは、町にも原因があって、指定管理

者に逆に迷惑をかけているという状況もあります

よね。であれば、本来は町から浄化槽分は新年度

から協定を変えてでも、新年度から抜くからやっ

てくれと。やってくれというのは、浄化槽分は町

で見るから、それを抜いた分だけ指定管理でやっ

てくれと、町からお願いするべきことだと思うの

ですね。これだけ迷惑をかけているのですから。 

 ですから、その辺をなぜ次の指定管理の更新の

ときまで協議しましょうというふうに、のんびり

といいますか、そういう感じでやるのかなと。な

ぜなら、指定管理者に迷惑かけないようにという

のであれば、ここの部分ははっきりしている部分

ですから、はっきりここの部分は抜いて、町で管

理するからと。そして、前処理槽と浄化槽を町が

責任を持って新年度からやっていくと言えばそれ

で済む話であって、責任の所在も管理の所在も誰

もがはっきり分かるのですね。だけれども、今み

たいなことでいくと、課長の説明の答弁のままで

いくと、更新までは浄化槽は指定管理者の人がこ

れまで同様管理してください。だけれども、浄化

槽の前につけた前処理槽の浄化するところは町が

管理しますよと。また今度どちらの水がどうたら

こうたらというのも出てきますし、その辺をきち

んと分かりやすくやるためには、町の姿勢がそう

いうふうにはっきりさせればいいだけで、難しい

話ではないのです。簡単なのですよ。その点で

す。 

○上野委員長 時間かかりますか。よろしいです

か。 

 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 ふるさと納税、昨年の

目標を下回る１億円ということで、これについて

は実績ベースで今回計上させていただきたいとい

う旨、町長も査定の中で了承を得ている内容でご

ざいます。 

 町長からすると、去年の目標金額より上回る金

額をということは当然おありであろうと思います

けれども、この内容については担当課の考え方を

捉えていただいたという認識の中で、今回１億円

という設定をさせていただいたところでございま

す。 

 また、浄化槽の管理の問題、先ほど同僚議員の

質問にも答えましたとおり、指定管理者制度とい

う中で、ではこれが不具合があるから、これは切

り取って町で管理しますねと、それがそれぞれの

課題があった中で、その部分を町で管理するとな

れば、指定管理者制度はそもそも、町がそこの部

分を担うのであれば、それは指定管理者制度とい

うのかという考え方もちょっと懸念しております

ので、そこは今までそういうふうに切り取った手

法で考え方として事例がございませんので、そこ

は慎重に考えていかなければならないのかなと。

今すぐ、はい、やっていきますという答えにもな

らないのかと考えています。 

 また、公社から、町で何とかやってほしいとい

う意見があった中で、それは意見として発せられ

た言葉であると思っていますけれども、次期、公

募の段階で、今現状の公社がその指定管理を浄化

槽抜きでやりたいとなったときに、浄化槽全て

ひっくるめてトータルで考えられる指定管理者が

手挙げしたときに、例えば要件の緩和をして、そ

ちらを採用すればいいと、評価に悪い影響が及ぶ

のではないのかなとちょっと懸念もしてございま

すので、そこは慎重に考えさせていただきたいな

ということを、先ほどの答弁から申し上げさせて

いただいている中で、そういう今後の募集の評価

に影響が及ぶのではないかという心配等もござい

ますので、これについては慎重に議論してまいり

たいと考えている内容でございます。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 浄化槽の関係ですけれども、指定管

理の制度に引っかかるとかどうたらとか、そうい

うのだと困るとかと言いますけれども、これは百

条委員会もやって、いろいろなものが調査して分

かった中で、浄化槽法にも触れてくるとかとい

う、そういったものであって、それを町ですぐ指

定管理者に迷惑かけないように対処するという考
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えはないのですか。 

 今、課長おっしゃったように、本当に指定管理

制度で一部抜くのは駄目ですよという制度がある

のであれば、なぜ調べていないのですか。今おっ

しゃることは、調べた結果、そういうことなの

で、できないというのならば分かるのですけれど

も。指定管理者に迷惑をかけているわけですよ。

本来、町がきちんとやっていれば済んだ話のもの

を、指定管理を受けているがために。明確に浄化

槽だけの問題ですから、その部分というのは、す

ぐ抜けるではないですか、予算化、はっきり見え

ていますので。それを例えば１０年、２０年ずっ

とだよと、それならそれでもいいけれども、今こ

ういう数年の浄化槽の一連の件があるから、本当

に浄化槽が正常化するまでは町が管理するとか、

そういうのでいいではないですか。なぜそれすら

やろうとしないのかなと。今課長がおっしゃって

いる答弁の仕方だと、やろうとしない答弁としか

感じられないのですよ。その辺、もう一度どうい

う考えでやっているのか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 私の答弁の内容は、指

定管理者制度の中で、一部の業務を切り取って町

の管理でやっていいのだろうか、その調べについ

ても、まだ私の中ではすとんと落ちるような内容

にはなっていないのですけれども、委員おっしゃ

るとおり、今回の件で公社に迷惑をかけたという

認識は確かにございます。それを踏まえて、やら

ない考えではなく前向きな考えでもって、委員

おっしゃっていただいたとおり、今後先々管理の

部分は町がやるという考えでもなく、ある程度数

値が安定するまでは限られた期間の中、暫定的に

町で管理するのだという考え方もあるかなという

ふうに、今、御助言をいただきましたので、そう

いう観点からも早い段階で結論を出していければ

なと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 その辺は、そういう方向でしっか

り、逆にここに関しては町長総括もあると思うの

で、それまでに町長にもはっきり協議していたほ

うがいいと思いますので。 

 それと、全体的なことなのですけれども、町長

が先般の平松議員の一般質問の中で、企業誘致が

重要だと、それは本当に私もそう思うのですけれ

ども、商工観光課の中で、企業誘致関係の予算が

あまり見当たらないのですけれども、どこら辺に

入っているのかだけお伺いします。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 まず、企業誘致の町長

の答弁のあった内容でございますけれども、当課

として持ち合わせている経費につきましては、共

通様式のナンバー２、負担金、補助及び交付金、

この中の函館地域経済牽引事業促進協議会負担

金、この１８万円で、これについては２市１町、

函館、北斗、七飯で構成する協議会の２市１町で

連携を取りながら、このエリアに企業誘致を促進

しましょうという活動費の負担金となってござい

ます。その他、改めて企業誘致活動費として、本

来旅費等の確保ができればよろしいのかと思いま

すけれども、これについては、先方の例えば具体

的にこういう企業に来ていただきたいという企業

の相手方とアポ取りができましたら、町長が例え

ば東京出張の際に、その出張の折にちょっと立ち

寄って意見交換させていただくだとか、ＰＲをさ

せていただくというようなことで、改めての活動

経費としての旅費は持ち合わせてございませんけ

れども、これに関してはそういう現状の内容の中

で活動させていただいているという内容でござい

ます。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 この函館地域というのは函館圏域の

関係だと思うのですね。要は、七飯町独自で企業

誘致は大事だとは言いつつも、予算化はされてい

ないということですね。なおかつ、町長がどこか

に行ったついでに寄る先があればという、そうい

う程度の考えでやっているということだと、答弁

はそういうふうに感じましたけれども、要は今回

の令和７年度の予算には予算化はされていないと

いうことでよろしいですか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 具体的に、この七飯町

独自の企業誘致に強化していくという内容ではご
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ざいますけれども、予算的には積極的な活動費と

いうものが当初予算の中では上がっていないとい

うことで、委員のおっしゃる内容のとおりと捉え

ております。 

 以上です。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 最後、確認です。それは町長も予算

をこうやって出してきているから分かっていると

思いますけれども、町長も分かった上でやってい

るということでよろしいですか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 町長につきましても、

この予算の集計につきましては、昨年の１２月か

らこれまでに至って、様々な査定の機会を繰り返

しながら予算化させていただいたものでございま

す。町長としましても、確かにその企業誘致の在

り方、それについては重要な認識をしてございま

すけれども、当課の予算の企業誘致活動について

の経費については、具体的な活動費として計上し

ていないということについては、私どもとしても

積極的な事業を推進していく意味合いでは、今年

度当初ではちょっと欠落していたのかなと、町長

の答弁を聞きまして、今回の定例会の答弁を聞き

まして、これは強化していかなければならないな

というふうな認識でございます。 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 課長の思いは分かるのですけれど

も、課長の思いを聞いているのではなくて、当然

予算査定をやっているので、知っているとは思う

のですけれども、こういう予算の中身だというの

は、町長は分かって出しているのですよねと、改

めて聞いているだけで、課長の考え方を聞いてい

るのではないので、町長が知っているかどうかだ

けを聞いているのです。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 これは全て町長に目を

通していただいている内容なので、認識している

と思っています。 

○上野委員長 その他、質問ありますか。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、ナンバー１の高年齢者労

働能力活用事業補助金というのはどういうことな

のか。 

 それから、ナンバー２の商工業振興事業補助金

というのは、これはどういうことなのかなと。私

は私なりに考えている。先ほど同僚議員が言った

企業誘致か何かのそちらの予算なのかなと思って

いましたけれども、何か違うということですの

で、この内容的なことを教えてください。 

 それから、あかまつ街道納涼祭、１１０万円で

すか、増えましたけれども、何か新しい事業を組

むのか、そういうことを教えてください。予算が

増えた理由を教えてください。 

 それから、先ほどから同僚議員がよく言ってい

ました地域おこし協力隊ということで、ナンバー

６の地域おこし協力隊が地域派遣型とかとたしか

課長が言ったと思うのですけれども、それはどう

いう意味なのかなということでお願いします。 

 それと、今回やはり観光パンフレットを作ると

いうことで、観光マップを一切作らないよという

ことでゼロになっていますけれども、これからは

観光マップというものがかなり積み込まさって、

刷り込まされてあるのか、それともそれをもう活

用しないよということなのか、その辺を教えてく

ださい。 

○上野委員長 それでは、暫時休憩します。 

 １０分くらいでよろしいですか。そうしました

ら、２５分まで。 

午後 ４時１２分 休憩 

────────────── 

午後 ４時２５分 再開 

○上野委員長 それでは、委員会を再開いたしま

す。 

 澤出委員と川村委員から、早退の届出が出てお

ります。 

 それでは、答弁から。 

 商工労働観光課長、答弁お願いします。 

○岩上商工労働観光課長 それでは、池田委員の

御質問に対する答弁をさせていただきます。 

 まず、ナンバー１の高年齢者労働能力活用事業

補助金ということだと思いますけれども、これに

ついてはシルバー人材センターの運営補助金とし

ての捉えでこのような名称になってございますの

で、内容的にはシルバー人材センターの運営補助
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金という内容でございます。 

 続きまして、ナンバー２の商工業振興事業補助

金７７０万円でございますけれども、これについ

ては商工会の運営補助金ということで、この名称

の内容になってございます。 

 続いて、その下のあかまつ街道納涼祭の補助金

について、昨年２５０万円から今回１１０万円増

額して３６０万円と内容を説明させていただいた

ところでございますけれども、今回、これにつき

ましては、七飯町の商工観光のイベント補助金と

いうものの要項を整備させていただいた中で、皆

さんにも事前にお示しをさせていただいたとお

り、祭りの運営に係る部分の２分の１相当の額に

加えて、祭りが安全に運用されるということで駐

車場だとか園内の警備、これについては人材不足

ということも将来的には考慮されていかなければ

ならないかということの対策で、これについての

人員不足に関する経費については委託事業等の経

費もございますので、それについては１００％の

補助内容ということで３６０万円の金額で、今回

計上させていただいている内容です。 

 あと、地域おこし協力隊につきましては、私の

答弁の中で雇用と委託ということの区分でお話を

させていただいておりましたけれども、雇用とい

う区分については、これまで七飯町で協力隊の活

用として役場の事務所内で会計年度任用職員同様

の捉えの中で運用してきた形態でございまして、

今度新たに委託という考え方は現地派遣型みたい

な形で、現場でいろいろ活躍をしていただける隊

員に対する委託ということでございまして、町の

事務所内で張りつくような立場の採用ではないと

いうことの違いで御理解いただきたいと思いま

す。 

 また、観光パンフとマップについてでございま

すけれども、ナンバー６の中で需用費、その中の

消耗品の下に観光パンフレット印刷製本費で１９

１万４,０００円今回計上させていただいており

ます。一方、観光ガイドマップ印刷製本費は今回

ゼロということで計上しておりますけれども、こ

れについては観光ガイドマップの内容を観光パン

フレットに組み込んで一体化として、観光パンフ

ガイドマップ印刷製本費のような扱いに合体させ

まして、これを新たに整備して作っていきたいと

いうことで、これが一体化になることによって、

これまでそれぞれ１万部作っていたものを一つに

することによってある程度経費も削減されるとい

うことを前提に、増刷も考えていきたいというこ

とで３万部にしていきたいということで見直しを

かけた内容でございます。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー７のところで、柳街路樹消

毒と書いているのですけれども、これは行くまで

の間の道路の柳の街路みたいなのがあるのです

か。あまり見たことないのですけれども、これは

どこにあるのでしょうか。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 ナンバー７の柳街路樹

消毒剪定事業委託でございますけれども、この柳

の木については、大沼駅から大沼公園駅につなが

る道路ですね、大沼出張所の前の通りになりまし

て、ここに柳の木が、先代の先人の方の御厚意で

観光の話題性の一つとして植えられたものという

ふうに私たちはお聞きしております。この柳の木

が剪定が必要だということで、このたびスポーツ

振興課でトルナーレと一体的に管理していただい

た柳街路樹については商工観光課に業務が移管と

なりまして、こちらで予算計上をしている内容で

ございます。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 ナンバー４なのですけれども、負担

金、補助及び交付金、ななえ町物産、ななえ町

オール物産グルメフェア、特産品ＰＲ、物産展等

と四つの項目があるのですけれども、前年度同額

または減額になっているのですけれども、この辺

の説明をお願いします。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 ナンバー４の負担金、

補助及び交付金の内容でございます。 

 上から３項目、物産振興協議会負担金とグルメ

フェア補助金、特産品ＰＲ等補助金については、
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前年度と同額とさせていただいておりますけれど

も、物産展等出展支援補助金につきましては、令

和６年度の実績ベースで、今回令和７年度それに

合わせた形で２０万円を減額させていただいたと

いう内容となっております。 

 以上です。 

○上野委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 特産品ＰＲということで、去年と同

じことをやっている、または出店の補助金を実績

ベースで２０万円落とす、下のほうのふるさと納

税につながるのですけれども、この部分、もう少

しやれたら、ふるさと納税が伸びるというふうに

は考えたりはなかったのか教えてください。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 確かに委員おっしゃる

とおり、同じことをしていて、ふるさと納税のＰ

Ｒとして拡大できるのかという要素も含みの御質

問かと思います。確かにそのとおりで、特産品Ｐ

Ｒの補助金も金額をまた増額して、規模を拡大し

てやるとそれなりに入込数、来場者数の拡大も期

待できて、これに直結するのかなと、ふるさと納

税にも直結するのかなと思いますけれども、これ

については現状維持で取りあえず令和７年度は実

施をさせていただくという内容になってございま

すけれども、ふるさと納税、財源を確かに、同僚

議員からも御意見がありましたけれども、増やす

ためには様々な取組を強化した中で、物販も当然

そうでございますけれども、トータル的にこの運

用については見直しをして、今後考えていければ

なと、委員の御意見を参考にしながら取り組んで

いければと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 あわせて、地域おこし協力隊が１名

減になっているところも含めまして、前向きな予

算と捉えられないなというふうに思いまして、前

年の実績で減額、今年何をやるかというところが

この予算の中では見えてこないと思うのですけれ

ども、その辺の意見をお願いいたします。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 基本的には例年どおり

のベースでもって予算計上させていただいた内容

でございます。特別大きく変化させるような内容

ではないというのは重々承知でございますけれど

も、その時々のニーズと必要なもの、そうでない

もの、その辺加味した中での予算計上だったとい

うことで、新たな展開があれば、それを今後反映

していくという努力は当然させていただきたいと

思ってございますので、御理解をいただければと

思います。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー９の道の駅管理費の工事請

負費です。５０１万６,０００円で、先ほど白線

が薄くなっているのでというのと、水はけという

か、そういう状態で駐車場があるということで、

白線ですけれども、私はコロナ禍とかこの何年間

か見て、バスの白線が、土日になると、逆にそこ

をよけると、普通の乗用車が満杯になるとかそう

いうこともるる見ていたのですけれども、同じ白

線でただ引くのか、それとも駐車係の人が見てい

てやりやすいというか、駐車しやすいような形

の、そういうのを今後考えて白線をされたらどう

かなというのが一つです。 

 それと、新しい地方経済・生活環境創生交付金

ということで資料頂いていて、財政に聞けばよ

かったのですけれども、その資料がそのとき出て

いなかったので、商工では２,６００万円という

中ですが、これを見ましたら財源措置が対象事業

の２分の１以内、本交付金ですけれども、事業の

４分の１以内が特別交付税、対象事業の４分の１

以内が普通交付税ということになると、私の解釈

では１００％の補助の解釈でいいのかなと思った

のと、交付税の限度額というのは、七飯町として

は申請の仕方はいろいろあると思うのですけれど

も、制限があるのかどうなのかということ。 

 あと、恋人の聖地観光ＰＲ事業委託料３００万

円ということで、これは説明書の一番下にあるよ

うに、七飯町における交付申請事業名は恋人の聖

地ということで、これを絡めて交付金になってい

るのか。本当はこれはこれで、前は補助金で３０

０万円そのとおり全て入っていた記憶があるので

すけれども、その辺と、それに絡めて、皆さん
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おっしゃっている地域おこし協力隊員のこれが５

４９万２,０００円ということで、１人分だけと

いう、もしこの補助申請の中で、もう１人分と

か、七飯町の規模を見たときに、１人とかではな

くもう２人分でもよかったのではないかなという

ように感じましたので、その辺、お願いしたいな

と思います。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 白線の道の駅の駐車場

の整備の関係で、白線の引き方というか作業の仕

方ということではなくて、場所の配置だとか。ま

ず、白線については今のところ、この金額で捉え

ているのは、バスの置く場所と乗用車の配置につ

いては、現状の配置の中で薄くなっているところ

をやっていこうというふうな考えでおりました。

特に大型バスは、出入りの関係だとかもいろいろ

ありまして、もともとチェーン着脱場だったとこ

ろの一部が国の用地になっているのですけれど

も、それはそれとして生かした中で、そこをバス

で斜めに止められるように、出入りもしやすいよ

うにということで、上り線札幌から函館に向かう

路線については、今のバスの止めている場所が一

番入りやすく出やすいのかなと思っていますし、

逆に今度は函館から札幌に向かう下り線は、信号

を介して移動していただくということになろうか

と思いますけれども、そこは従来の場所どおりに

線をまた引いていきたいなという計画でおりまし

た。 

 あと、新しい地方経済・生活環境創生交付金の

内容につきましては、委員のお見込みのとおり、

これは実質１００％国からの交付金と交付税とい

うことで、その金額がダイレクトに交付税に反映

されているかどうかというのはなかなか見て取れ

ない部分もあろうかと思いますけれども、この割

合として実質ゼロベースで町負担はないよという

ことの考えで、これまで運用させていただいた内

容でございます。 

 あと、恋人の聖地の業務委託ですけれども、こ

れもこの交付金の当然これが一番筆頭となって、

この事業ありきでいろいろな七飯町の観光事業に

枝葉を張って交付金を充当させていただいている

という内容なものですから、まずこの恋人の聖地

のＰＲ委託金の３００万円についても、もちろん

この交付金の対象になって同様の考え方で充当さ

せていただいているという内容です。 

 あと、地域おこし協力隊につきましては、ある

程度期待も込めて２人予算化してもいいのではな

いかなという、当然私たちも多ければ多いほど、

ほかの自治体でも複数名の採用に至っているケー

スもございますので、できればそういう人材を活

用して戦力になっていただくということは望んで

はいるところでございますけれども、なかなか実

態として七飯町とマッチングするような人材と、

うちも募集あって来る者拒まずで、ぜひぜひ働い

てくださいというふうに言えればいいのですけれ

ども、これまで数名から面接だとか問合せを受け

た中では、やはりこちらの意図するニーズと先方

が考えている活躍の仕方ということにいろいろ差

がありまして、結果、採用に至らなかったという

経緯もございますので、まずは最低限１名委託型

というスタイルで、今回採用に向けて頑張ってい

きたいなと思ってございます。 

 以上です。 

○上野委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 先ほどの白線の部分ですけれども、

少し駐車場の係の方にも聞いてみたり、様々指定

管理者の方からとかも検討されて、せっかく白線

を引くのですから、その辺り、いつも土日になる

とバスのところは空いてるのですけれども、普通

の乗用車のところはすごく混んでいて、バスの白

線のところもちょっと使えればいいのになと思い

ながら見ていたものですから、その辺うまい具合

に流れ的に、今言った往来の部分もあると思いま

すので、検討していただきたいなと思います。 

 それと、地域おこし協力隊ということで、せん

だっても受け入れたけれどもうまくいかなかった

という、そういう過去の轍を踏まないで、きちん

とうまくいくようにやっていただきたいのですけ

れども、委託型というので、これは大丈夫なのか

なと。本人が来るときに、ある程度、これ３年で

したかね。そういう中できちんとした募集という

か、万全を期してやっていただきたいなと思いま

すので、その辺も絶対委託がいいのだという、一

応、再任用というか、会計年度任用職員ではなく
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てというほうがいいという、もうちょっとそこら

辺をお話していただきたいなと思います。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 道の駅の白線のバス

レーンだとかの位置については、公社ともいろい

ろ苦情だとかそういうのが出ているか出ていない

かだとか、それに対する意見があるのかないのか

だとか、そういうことも加味しながら確認をさせ

ていただきたいなと思います。 

 また、地域おこし協力隊でございますけれど

も、今回委託型ということで予定したいのは、こ

れまで雇用型ということで先ほど申し上げたとお

り、役場の中の事務職員として張りつきを実績と

してありますけれども、今回委託型ということ

で、現地の、例えば観光で言いますとアクティビ

ティーだとか、そういうカヌーだとかサップだと

か、いろいろこうアクティビティーのカテゴリー

がある中で、それにたけた人材だとかそういう人

たちを、主に現地で観光客を楽しませるための一

つの手法として、そういうところで活躍をいただ

きながら、最終的には大沼、七飯町でもって起業

して、新たな観光産業の一端を担っていただくよ

うな人材、七飯町に住んでいただいて起業してい

ただきたいという思いで、今回委託型というもの

を選考させていただいているものでございます。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 ナンバー７の、先ほど同僚議員か

らありました柳街路樹なのですけれども、こちら

の詳しい場所と、生息している土地所有者と、そ

の柳の木の権原はどこにあるのか。個人情報にな

りますので、民間、北海道、国、市町村、七飯町

というお答えでいいのでよろしくお願いします。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 今、委員から御質問に

ありました柳の木の場所でございますけれども、

場所は先ほど申し上げたとおり、大沼駅から大沼

公園駅を結ぶ道道沿線の両脇でもって陸橋の手前

までの場所だというふうに私たちは捉えておりま

すけれども、その柳の木が２１本対象となるとい

うことで、ちょっと所有者がどうとかというのは

私ども、この場では認識しておりませんでした。

後から確認してみたいと思います。 

○上野委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 道道であれば道路管理者がやるべ

きだと思いますし、その権利、権原もはっきりし

ていない状態の木を剪定するというのは、北海道

と協定とか結んであるのであればいいのですけれ

ども、勝手に町が、生えてるから柳の木を剪定す

るというのもどうなのかなと。あと、道路管理者

がしっかりいるわけですから、そちらにお願いす

るべきではないかと思うのですが、どうでしょう

か。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 この柳の木もつい最近

植えられたものではないと思っておりますので、

その経緯だとかその辺も、私たちもスポセンから

移管されて、うちで今回管理を担うわけなのです

けれども、その詳細についてまでは把握していな

かったという、申し訳ございませんけれども、そ

れは今後確認して、その詳細を捉えていきたいな

と思っております。 

 以上です。 

○上野委員長 佐々木委員。 

○佐々木委員 所管を替えるなら替えるで、その

際にしっかりと聞き取るべきだと思いますし、今

ちょっと聞いたら、柳の会というのもあるという

ことで、その会からの関係で今、町が管理してい

るものなのか。いずれにしても道道なわけですか

ら、北海道がやるべき問題ですし、もし北海道か

ら頼まれて、町が植えて権利、権原が町にあると

いうものであれば、町がやるというのもいいので

すけれども、道道敷地内でありますので、そこは

しっかりと北海道と打合せをした上でやらなけれ

ば、そもそも権利、権原が町にないというのであ

れば訴訟問題にもなりますので、しっかりと対応

したほうがいいと思うのですが、どうでしょう

か。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 今の質問の内容でござ

いますけれども、私たちがこれを引き継いだとき

には大枠の概要でしか捉えていなかったのですけ

れども、従来、先人たちがそこに大沼の観光地に
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入るストリートに柳の木を植えて、その環境を保

ちたいという思いだったとは思うのですけれど

も、どういう経緯でそれが植えられたのかも分か

らないのですけれども、そこは十分捉えて、た

だ、でも先人たちが柳の木を植えたということま

での情報を聞いておりますので、それは観光目的

で植えたのであれば、そこは道道管理者敷地の中

にある道に押しつけるというものでもなかったの

かなと思って、これまで町で経費をかけてやって

きたのかなというふうに捉えておりますので、そ

のスタート部分が私たちも認識不足だということ

でございますので、そこは管理確認していきたい

と思います。 

○上野委員長 お諮りします。 

 ５時過ぎそうなので、時間延長でやるというこ

とでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 それでは、延長します。 

 佐々木委員。 

○佐々木委員 今、そう思うという感じで、これ

からもやっていくというのはちょっと問題がある

と思うので、調べるならしっかり調べていただい

て、回答をしていただければ。試験的に先人たち

がどうのこうのとか、思うというふうにやってい

く問題ではないと思いますので、委員長、どうで

しょうか。 

○上野委員長 その辺、商工労働観光課長から答

弁お願いします。 

○岩上商工労働観光課長 確かではない答弁に

なってしまったことについては、申し訳なく思っ

てございます。ただ、私たちも現状その経緯だと

か、実際問題知っているわけではないので、これ

は改めてきちんと事情を確認した中で、皆さんに

どういう場面で御回答させていただくのかという

こともあるかと思いますけれども、ちょっと時間

をいただいて調べて、回答させていただきたいと

思います。 

○上野委員長 暫時休憩します。 

午後 ４時５５分 休憩 

────────────── 

午後 ５時００分 再開 

○上野委員長 委員会を再開いたします。 

 商工労働観光課長、答弁お願いします。 

○岩上商工労働観光課長 柳の木の関係につきま

しては、これまでの経緯だとか、どういう扱いで

これまで推移してきたのかということを、今、前

担当課に聞いて分かるものなのか、また違う方に

その過去の話を聞かなければならないのかという

ことを、まず誰に聞いたらいいのかということか

ら入っていかなければならないと思っていますの

で、間違いなくあしたまで答弁できるかどうかと

いうのも分からない状態にありますので、できれ

ばこの期間内に一生懸命調べて報告できるように

させていただきたいと思いますので、できれば最

終日までにはということで、今のところ答弁させ

ていただきたいと思います。これは資料を作っ

て、皆さんにお渡しし、それに基づいた説明とい

うことで考えておりますので、御理解いただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 よろしいですか。（発言する者あ

り） 

 暫時休憩します。 

午後 ５時０２分 休憩 

────────────── 

午後 ５時０４分 再開 

○上野委員長 それでは、再開いたします。 

 商工労働観光課長、お願いします。 

○岩上商工労働観光課長 質問にありました柳の

木の関係でございますけれども、これにつきまし

てはあしたの委員会、夕方までに、まず調べられ

るところは調べて、確かなところを確認でき次第

報告させていただきたいとは思っておりますけれ

ども、それまでに情報収集ができない場合には、

できるだけ早い段階で回答させていただきたいと

は思っておりますけれども、また延長を願う場面

も出てくるかと思いますので、それについては御

理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 その他の質問、ありますか。 

○田村委員 何点か、まず、ナンバー３、町内中

小企業等への支援ということで、長年ずっと補給

金、利子だとか保証料、この部分がずっと出てき

ているのですが、ここで２１ページに施政方針の
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中には、支援対策を強化したい、そういうような

文言があるわけですから、ただ単に補給金だけを

出しているというよりも、むしろ商店がだんだん

少なくなってきているという中で強化策、こう

いったようなものを具体的に何か支援対策を考え

ているかどうか、そこら辺を聞きたいと思いま

す。 

 それから、企業誘致、先ほども出ましたけれど

も、函館地域経済牽引事業促進協議会、これにつ

いては１８万円と、こういう額ですけれども、実

際これで令和７年度の事業計画はどういったよう

なものがあるのか。以前は、企業誘致の委員を構

成して七飯町でもやっていたはずなのですけれど

も、そういうものがなくなって、こういうものだ

けで果たして企業誘致ができるのかどうか。施政

方針の冒頭での、インフラ整備により企業誘致を

活性化させるのだということは確かに分かります

けれども、やはり外に向かって七飯町はという、

こういうものを出していかないと、なかなか企業

誘致というのは実現しないのではないかと思うの

ですね。そういう意味で、１８万円で分かります

けれども、この中に七飯町の委員がいるのかどう

か、そして、どういったような事業計画をお持ち

なのか、そこら辺をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 それから、もう１点ですけれども、ふるさと納

税の事業の運営です。ここの施政方針の２１ペー

ジの下から３行目、ふるさと納税の拡大に向けと

書いてあります。地方特産品の効果的なＰＲによ

る販路拡大や商品の開発、地域経済の活性化に向

けた取組を推進し云々とありますけれども、ここ

を見ますと、ナンバー５ですね、ふるさと納税は

まず９５０万円減額されている。それから、もう

一つには、一番大事な特産品ＰＲ事業、これが５

１８万８,０００円減額されて、そして観光費が

１０６万６,０００円増額と。トータル的には減

額ですよね。こういう中で、この施政方針のお題

目が書いてあることと実際やろうとしているもの

が、細目から見れば確かに上がったり下がったり

していますけれども、総体的な見地からいけば、

もう減額の中で具体的にどういったようなものを

どうするのか全然見えてこない。こういうものは

やはり、私はこれから伸びていく七飯町というこ

とを考えた場合、非常にマイナスになるのではな

いかと思うのですね。もっと積極的な財政措置と

いうか、予算計上はできなかったかどうか、そこ

を教えてください。 

○上野委員長 商工労働観光課長。 

○岩上商工労働観光課長 まず１点目のナンバー

３の商工業経営安定資金融資利子補給金、これに

ついては、御質問にもありましたとおり、七飯町

の商工業を応援する、支援するという意味合い

で、数も若干減少しつつあるもののこの内容につ

いては従来のままで、これについての新たな支援

策というものも本来考えていかなければならない

という時期に来ているかと思いますけれども、こ

れについては、御指摘のとおり、従来までの考え

方の継続支援ということの位置づけで、今回計上

させていただいている内容でございます。その修

正については十分今後は捉えていきたいなと考え

ています。 

 また、函館圏域の企業誘致に係る負担金の内容

でございます。１８万円ということで、従来と同

様の前年度同額の金額でございますけれども、主

な活動計画の内容としましては、函館、北斗、七

飯町で連携を保ちながら、２市１町で企業誘致に

係る協議会、連絡会みたいなことで情報の共有、

そして、立地フェアとイベント等で出展が見込ま

れる、予定される場合には、七飯町としても２市

とともに取り組んでいくという内容でございま

す。 

 御質問にありましたとおり、委員の構成につい

ては、現状は七飯町内からは選出していないとい

う状況であるということでございます。 

 また、ふるさと納税の拡大に向けた、確かに委

員おっしゃるとおり、ふるさと納税もっともっと

積極的に金額拡大を目指していかなければならな

いということで、本来であれば特産品ＰＲだとか

商工支援ということに力を入れるために、マイナ

ス計上ではなくプラス計上でもっと積極的にとい

う御意見につきましては、そのとおりだというふ

うに私も感じておりますけれども、今後、それら

の御意見も踏まえながら、今回はふるさと納税の

目標額ということをちょっと下げてしまっている
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経過もございますけれども、これに向けてはもっ

ともっと前向きに捉えていかなければならないと

いうふうに捉えておりますので、今後勉強しなが

ら拡大に向けた取組について予算化をしていけれ

ばなと思います。 

 以上です。 

○上野委員長 そのほか、質問ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 ないようですので、商工労働観光

課に対する審査は終了いたします。 

 商工労働観光課長、御苦労さまでした。 

 お諮りいたします。 

 本日は、これをもって終了したいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○上野委員長 中川委員。 

○中川委員 商工労働観光課の聞き取りは終わり

と言ったのですけれども、終了ではなくて、あし

たならあしたの夕方に早く分かるのであれば継続

で審議をするということだと思います。 

○上野委員長 それは、本日は終わりますという

ことでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 御異議なしと認めます。 

 それでは、本日はこれをもって、終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

午後 ５時１４分 延会 
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